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選挙区割り委員会の法理論的検討
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一
　
は
じ
め
に

㈠
　
選
挙
区
割
り
委
員
会
へ
の
着
目

　
米
国
憲
法
学
・
選
挙
法（
1
）学に

お
け
る
重
要
問
題
の
一
つ
に
、
党
派
的
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
（partisan gerrym

andering

）
に
対
す
る
憲

法
的
統
制
の
問
題
が
あ
る
。
党
派
的
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
と
は
、
党
派
的
意
図
に
基
づ
く
恣
意
的
な
選
挙
区
割
り
の
こ
と
で
、
議
会
の
多

数
を
占
め
る
政
党
が
自
党
に
有
利
（
敵
対
政
党
に
不
利
）
と
な
る
よ
う
な
区
割
り
を
行
っ
た
り
、
二
大
政
党
が
談
合
し
て
現
職
議
員
が
保

護
さ
れ
る
よ
う
な
区
割
り
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
を
指
す
（
後
者
は
、
両
党
派
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
（bipartisan gerrym

andering

）
と
呼
ば
れ

る
）。
そ
の
害
悪
は
、
米
国
に
お
い
て
深
刻
に
受
け
止
め
ら
れ
て
お（
2
）り、
違
憲
審
査
を
通
じ
た
司
法
的
是
正
を
望
む
声
が
強
い
。
他
方
で
、

こ
の
問
題
に
裁
判
所
が
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
、
司
法
部
が
激
烈
な
党
派
対
立
と
深
く
関
わ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
、
と
い
う
難
し

い
問
題
も
あ
る
。

　
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
（
以
下
、
最
高
裁
）
は
、
一
九
八
六
年
のD

avis v. Bandem
er

判（
3
）決で

、
党
派
的
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
の
訴
え
を

修
正
一
四
条
平
等
保
護
条
項
の
下
で
司
法
判
断
適
合
的
だ
と
し
、
一
応
、
こ
れ
を
司
法
的
に
統
制
す
る
構
え
を
見
せ
て
い
る
。
し
か
し

Bandem
er

判
決
で
は
、
訴
え
が
認
容
さ
れ
る
基
準
が
極
め
て
限
定
的
に
設
定
さ
れ（
4
）た。

そ
の
た
め
、
本
判
決
以
降
、
党
派
的
ゲ
リ
マ
ン

ダ
リ
ン
グ
の
訴
え
が
い
く
つ
か
最
高
裁
に
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
の
、
同
訴
え
に
基
づ
い
て
は
区
割
り
法
が
違
憲
と
さ
れ
な
い
と
い
う
状
況

が
続
い
て
き
た
。
か
よ
う
な
状
況
に
は
学
説
か
ら
多
く
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
た（
5
）が、
二
〇
〇
四
年
のV

ieth

判（
6
）決に
お
け
る
相
対
多
数
意

見
は
、
同
訴
え
を
も
は
や
司
法
判
断
不
適
合
と
す
べ
き
と
主
張
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い（
7
）る。

　
こ
の
よ
う
な
司
法
審
査
の
機
能
不
全
と
い
う
状
況
を
受
け
、
選
挙
法
学
に
お
い
て
は
、
党
派
的
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
の
司
法
的
是
正
の

た
め
の
法
理
や
理
論
を
鍛
え
直
そ
う
と
す
る
潮
流
が
あ
る
一（
8
）方、

選
挙
区
割
り
委
員
会
（redistricting com

m
ission

）
に
対
す
る
関
心
が
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高
ま
っ
て
い
る
。
選
挙
区
割
り
委
員
会
と
は
、
選
挙
区
割
り
の
過
程
に
参
与
す
る
合
議
制
の
機
関
で
あ
る
。
米
国
の
多
く
の
州
で
は
、
州

議
会
選
挙
お
よ
び
連
邦
下
院
選
挙
の
区
割
り
が

―
党
派
的
利
害
の
渦
巻
く

―
州
議
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
党
派
的

ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
が
生
じ
る
要
因
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
州
議
会
と
は
異
な
る
機
関
を
選
挙
区
割
り
に
関
与
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
恣
意
的
な
区
割
り
を
行
わ
れ
に
く
く
さ
せ
、
よ
り
良
い
区
割
り
プ
ロ
セ
ス
を
追
求
し
よ
う
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
選
挙
区
割
り
委
員
会
へ
の
関
心
の
高
ま
り
は
、
現
実
の
改
革
立
法
に
呼
応
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
近
年
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
や
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
で
は
、
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
等
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
革
新
的
な
区
割
り
委
員
会
が
導
入
さ
れ
た
（
具
体
的
に
は
後
述
）。

こ
う
し
た
新
た
な
制
度
展
開
に
も
触
発
さ
れ
つ
つ
、
区
割
り
委
員
会
に
関
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

㈡
　
米
国
に
お
け
る
議
論
の
特
徴

　
そ
の
際
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
米
国
選
挙
法
学
に
お
い
て
、
単
に
個
々
具
体
の
区
割
り
委
員
会
の
仕
組
み
や
運
用
実
態
を
記
述
す
る
だ

け
で
な
く
、
よ
り
体
系
的
な
視
点
か
ら
こ
れ
ら
に
接
近
す
る
議
論
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
、
諸
種
の
選
挙
区
割
り
委
員
会

を
分
類
・
評
価
す
る
た
め
の
指
標
を
自
覚
的
に
構
築
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
か
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
背
景
と
し
て

は
、
何
よ
り
も
、
米
国
に
数
多
く
の
、
そ
し
て
多
種
多
様
な
選
挙
区
割
り
委
員
会
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
。
米
国
の
連
邦
制

が
、
こ
こ
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
。
ま
ず
、
全
五
〇
州
の
州
議
会
選
挙
の
た
め
の
区
割
り
プ
ロ
セ
ス
（
区
割
り
法
が
制
定
さ
れ
る
手
続

き
）
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
各
州
の
州
憲
法
や
州
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
各
州
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
適
切
だ
と
考
え
る
と
こ
ろ
に

従
い
、
区
割
り
プ
ロ
セ
ス
を
設
計
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
区
割
り
委
員
会
を
区
割
り
プ
ロ
セ
ス
に
関
与
さ
せ

る
州
が
少
な
く
な
い
。
加
え
て
合
衆
国
憲
法
は
、
連
邦
下
院
選
挙
の
選
挙
区
割
り
の
決
定
に
つ
い
て
も
各
州
に
委
ね
て
い（
9
）る。
こ
の
連
邦

下
院
選
挙
で
も
、
い
く
つ
か
の
州
に
お
い
て
、
区
割
り
委
員
会
が
選
挙
区
の
策
定
に
関
与
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
選

挙
区
割
り
が
多
元
的
に
行
わ
れ
る
米
国
は
、
必
然
的
に
様
々
な
区
割
り
委
員
会
が
設
計
さ
れ
、
そ
う
し
た
多
様
な
委
員
会
の
特
徴
を
適
切
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に
把
握
・
評
価
す
る
た
め
の
理
論
的
枠
組
み
も
ま
た
、
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

㈢
　
本
論
文
の
意
義
と
目
的

　
米
国
で
展
開
さ
れ
る
こ
う
し
た
議
論

―
区
割
り
委
員
会
の
特
徴
を
把
握
・
評
価
す
る
た
め
の
理
論
的
枠
組
み
を
め
ぐ
る
議
論

―
は
、

我
が
国
に
と
っ
て
も
有
用
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
我
が
国
の
区
割
り
委
員
会
（
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
、
以
下
「
審

議
）
₁₀
（

会
」）
の
特
徴
を
把
握
す
る
た
め
の
評
価
軸
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
う
し
た
評
価
軸
は
、
委
員
会
の
制
度
設
計
の
メ

ニ
ュ
ー
と
も
な
り
、
今
後
の
あ
り
う
る
立
法
論
の
合
理
化
に
も
寄
与
し
う
る
と
考
え
ら
れ
）
₁₁
（
る
（
も
ち
ろ
ん
、
我
が
国
に
お
い
て
は
現
在
、
定
数

配
分
の
時
点
で
の
平
等
の
問
題
が
焦
点
化
さ
れ
て
お
り
、
選
挙
区
割
り
自
体
へ
の
関
心
は
さ
ほ
ど
な
い
。
し
か
し
、
今
後
も
こ
の
よ
う
な
状
況
が
継
続
す
る

と
は
必
ず
し
も
言
い
切
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
改
善
の
余
地
を
探
る
た
め
の
理
論
的
枠
組
み
を
予
め
探
求
し
て
お
く
こ
と
も
、
決
し
て
無
意
味
で
は
な
い

だ
ろ
う
）。
関
連
し
て
、
日
本
国
憲
法
四
七
条
が
「
選
挙
区
、
投
票
の
方
法
そ
の
他
両
議
院
の
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
事
項
は
、
法
律
で

こ
れ
を
定
め
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
山
本
龍
彦
教
授
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
自
ら
の
利
害
が
直
接
に
か
か
わ
る
選
挙

区
…
…
の
問
題
を
、
国
会
議
員
が
適
切
に
決
め
ら
れ
る
か
非
常
に
怪
し
」
く
、「
ゲ
ー
ム
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
自
身
が
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
を
決

め
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
本
来
お
か
し
な
話
」
と
考
え
る
余
地
が
あ
る
と
す
れ
）
₁₂
（
ば
、
我
が
国
に
お
い
て
今
後
、
憲
法
改
正
と
い
う
文
脈
で
、

区
割
り
委
員
会
に
関
す
る
議
論
が
活
性
化
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

　
も
っ
と
も
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
理
論
的
枠
組
み
を
、
包
括
的
な
形
で
提
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
は
、
そ
の
準
備
作
業
の
一
つ

と
し
て
、
議
論
が
豊
富
な
米
国
法
を
参
照
し
な
が
ら
、
米
国
に
お
け
る
議
論
の
現
時
点
で
の
到
達
点
を
回
顧
し
、
そ
れ
に
若
干
の
批
判
的

検
討
を
行
う
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
作
業
は
、
か
よ
う
な
議
論
の
見
ら
れ
な
い
我
が
国
に
お
い
て
は
一
定
の
意
義
が

あ
ろ
う
。

　
以
下
で
は
、
米
国
の
実
践
・
学
説
を
素
材
と
し
つ
つ
、
各
種
の
区
割
り
委
員
会
を
設
計
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
に
な
る
要
素
を
抽
出
し
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（
二
）、
各
要
素
に
つ
き
、
よ
り
細
か
な
評
価
指
標
を
提
示
す
る
（
三
）。

　
ま
た
、
本
論
文
で
は
、
我
が
国
に
お
い
て
米
国
の
区
割
り
委
員
会
が
必
ず
し
も
網
羅
的
に
紹
介
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
鑑
）
₁₃
（

み
、
各

州
の
委
員
会
に
言
及
す
る
時
に
は
、
脚
注
な
ど
に
お
い
て
、
紙
幅
の
許
す
限
度
で
、
各
州
の
制
度
を
概
説
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
れ
を
、

本
論
文
の
副
次
的
目
的
と
す
る
。

二
　
抽
出

―
レ
ヴ
ィ
ッ
ト
の
類
型
論

　
米
国
に
お
い
て
、
区
割
り
委
員
会
を
評
価
す
る
際
に
し
ば
し
ば
出
発
点
と
さ
れ
）
₁₄
（
る
の
が
、
レ
ヴ
ィ
ッ
ト
（Justin Levitt

）
の
類
型
）
₁₅
（
論
で

あ
る
。
彼
は
、
各
州
の
区
割
り
委
員
会
を
、
①
勧
告
委
員
会
（advisory com

m
ission

）
型
、
②
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
委
員
会
（backup 

com
m

ission

）
型
、
③
政
治
家
委
員
会
（politician com

m
ission

）
型
、
④
独
立
委
員
会
（independent com

m
ission

）
型
の
四
つ
に
類
型

化
す
る
。
こ
の
類
型
論
か
ら
は
、
米
国
の
論
者
が
、
い
か
な
る
要
素
に
注
目
し
て
各
種
の
区
割
り
委
員
会
を
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
る
か

が
浮
か
び
上
が
り
、
本
稿
の
検
討
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
。

㈠
　
四
つ
の
類
型

1
　
勧
告
委
員
会
型

　
ま
ず
、
勧
告
委
員
会
型
の
委
員
会
は
、
州
議
会
に
対
し
て
、
区
割
り
案
の
勧
告
を
行
う
も
の
で
あ
）
₁₆
（

る
。
勧
告
な
の
で
、
区
割
り
案
に
法

的
拘
束
力
は
な
い
。
区
割
り
を
決
定
す
る
権
限
を
持
つ
の
は
、
あ
く
ま
で
州
議
会
で
あ
る
。
州
議
会
は
、
勧
告
さ
れ
た
区
割
り
案
を
採
用

す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
修
正
、
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
現
在
、
ア
イ
オ
ワ
）
₁₇
（

州
、
メ
イ
ン
）
₁₈
（

州
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
）
₁₉
（

州
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ

ン
ド
）
₂₀
（

州
、
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
）
₂₁
（

州
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
）
₂₂
（

州
の
六
州
が
、
州
議
会
選
挙
の
区
割
り
に
関
し
て
勧
告
委
員
会
型
の
委
員
会
を
採
用
し
て
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い
る
と
い
う
（
メ
イ
ン
州
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
及
び
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
に
関
し
て
は
、
連
邦
下
院
選
挙
の
区
割
り
に
つ
い
て
も
、
同
一
の
制
度
を
採

用
）。
ま
た
、
オ
ハ
イ
オ
州
は
、
連
邦
下
院
議
員
選
挙
の
区
割
り
で
、
勧
告
委
員
会
型
の
制
度
を
採
用
し
て
い
）
₂₃
（

る
。

2
　
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
委
員
会
型

　
次
に
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
委
員
会
型
で
あ
る
。
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
委
員
会
型
の
委
員
会
は
、
州
議
会
が
区
割
り
を
作
成
に
失
敗
し
た
時
に
区

割
り
を
行
）
₂₄
（
う
。
こ
の
型
の
委
員
会
を
採
用
す
る
州
で
は
、
州
憲
法
等
に
、
州
議
会
が
区
割
り
を
行
う
期
限
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
期

限
が
超
過
し
た
場
合
に
、
委
員
会
が
活
動
を
始
め
る
。
例
え
ば
、
州
議
会
内
の
利
害
対
立
が
深
刻
で
区
割
り
案
が
可
決
さ
れ
な
い
場
合
や
、

州
議
会
で
区
割
り
法
が
可
決
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
州
知
事
が
拒
否
権
を
行
使
し
た
場
合
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

委
員
会
は
第
一
次
的
な
区
割
り
権
限
を
持
た
な
い
。
し
か
し
他
面
で
、
策
定
さ
れ
た
区
割
り
は

―
勧
告
委
員
会
型
の
場
合
と
は
異
な

り

―
州
議
会
の
承
認
を
経
ず
に
法
と
な
る
（
州
憲
法
等
に
お
い
て
、
委
員
会
が
策
定
し
た
区
割
り
が
「
法
の
効
力
お
よ
び
効
果
を
持
つ
も
の
と
す

る
（shall have force and effect of l

）
₂₅
（aw

）」
と
か
、「
完
全
な
法
の
効
力
を
持
つ
も
の
と
す
る
（shall have the full force of l

）
₂₆
（aw

）」
な
ど
と
規
定
さ
れ

る
）。
州
議
会
選
挙
の
区
割
り
に
関
し
て
は
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
）
₂₇
（
州
、
イ
リ
ノ
イ
）
₂₈
（
州
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
）
₂₉
（
州
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
）
₃₀
（
州
、
テ
キ
サ
ス
）
₃₁
（
州
に

お
い
て
、
ま
た
、
連
邦
下
院
議
員
選
挙
の
区
割
り
に
関
し
て
は
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
と
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
）
₃₂
（

州
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
手
続
き

が
採
用
さ
れ
て
い
）
₃₃
（
る
。

3
　
政
治
家
委
員
会
型

　
第
三
に
、
政
治
家
委
員
会
型
で
あ
る
。
政
治
家
委
員
会
型
の
委
員
会
は
、
第
一
次
的
な
立
法
権
限
を
持
ち
、
ま
た
委
員
会
の
決
定
が
州

議
会
に
よ
る
承
認
を
経
ず
に
法
と
な
）
₃₄
（

る
。
こ
れ
は
、
前
者
の
点
で
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
委
員
会
型
と
、
後
者
の
点
で
勧
告
委
員
会
型
と
異
な
る
。

政
治
家
委
員
会
型
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
後
述
の
独
立
委
員
会
型
と
は
異
な
り
、
政
治
家
（
州
議
会
の
議
員
や
他
の
公
選
職
）
が
委
員
と
な
る
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こ
と
が
排
除
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
区
割
り
の
対
象
と
な
る
選
挙
の
対
象
で
な
い
政
治
家
、
例
え
ば
、
知
事
や
監

査
役
な
ど
が
委
員
と
な
る
よ
う
な
制
度
設
計
を
行
う
州
が
多
い
。
ま
た
、
区
割
り
の
採
用
に
際
し
て
委
員
の
特
別
多
数
の
賛
成
を
要
求
す

る
な
ど
、
何
ら
か
の
形
で
、
党
派
間
の
妥
協
を
促
進
し
、
中
庸
な
区
割
り
が
で
き
る
よ
う
な
制
度
設
計
が
な
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

こ
の
政
治
家
委
員
会
型
の
委
員
会
は
、
州
議
会
に
関
し
て
は
、
ア
ー
カ
ン
ザ
ス
）
₃₅
（
州
、
コ
ロ
ラ
ド
）
₃₆
（
州
、
ハ
ワ
イ
）
₃₇
（
州
、
ミ
ズ
ー
リ
）
₃₈
（
州
、
ニ
ュ
ー

ジ
ャ
ー
ジ
）
₃₉
（

州
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
）
₄₀
（

州
、
オ
ハ
イ
オ
）
₄₁
（

州
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
、
ハ
ワ
イ
州
と
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
州
で
は
、
連

邦
下
院
議
員
選
挙
の
区
割
り
に
つ
い
て
も
同
様
の
制
度
が
用
い
ら
れ
て
い
）
₄₂
（
る
。

4
　
独
立
委
員
会
型

　
最
後
に
、
独
立
委
員
会
型
の
委
員
会
で
あ
る
。
独
立
委
員
会
型
の
委
員
会
も
ま
た
、
第
一
次
的
な
立
法
権
限
を
持
ち
、
ま
た
委
員
会
の

決
定
が
州
議
会
に
よ
る
承
認
を
経
ず
に
法
と
な
る
。
し
か
し
、
州
議
会
議
員
や
そ
の
他
の
公
選
職
が
委
員
と
は
な
れ
な
い
点
で
、
政
治
家

委
員
会
型
と
区
別
さ
れ
）
₄₃
（

る
。
ア
ラ
ス
カ
）
₄₄
（

州
、
ア
リ
ゾ
ナ
）
₄₅
（

州
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
）
₄₆
（

州
、
ア
イ
ダ
ホ
）
₄₇
（

州
、
モ
ン
タ
ナ
）
₄₈
（

州
に
お
い
て
、
州
議
会
選

挙
と
連
邦
下
院
選
挙
の
両
方
の
区
割
り
で
採
用
さ
れ
て
い
）
₄₉
（
る
（
も
っ
と
も
、
現
在
、
ア
ラ
ス
カ
州
と
モ
ン
タ
ナ
州
に
は
、
連
邦
下
院
議
員
の
議
席

が
一
し
か
配
分
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
連
邦
下
院
選
挙
の
区
割
り
は
行
わ
れ
な
い
）。

㈡
　
検
　
討

　
レ
ヴ
ィ
ッ
ト
の
類
型
論
は
、
諸
種
の
区
割
り
委
員
会
を
体
系
的
に
整
理
す
る
た
め
の
、
一
つ
の
あ
り
得
る
枠
組
み
を
示
し
た
も
の
と
評

価
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
類
型
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
割
り
委
員
会
が
有
す
る
（
あ
る
い
は
有
し
得
る
）
諸
特
徴
を
、
過
不
足
な
く
把

握
で
き
る
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
と
言
う
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ッ
ト
の
類
型
論
は
、
ま
ず
、
勧
告
権
限
の
み
を
持
つ
か
、
そ
れ
と
も
立
法
権
を
持
つ
か
と
い
う
形
で
、
つ
ま
り
、
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立
法
権
の
有
無
と
い
う
指
標
に
基
づ
い
て
、
各
種
委
員
会
を
二
分
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
内
の
後
者
の
み

0

0

0

0

、
つ
ま
り
立
法
権
を
持
つ
委
員

会
の
み
を
、
今
度
は
区
割
り
タ
イ
ミ
ン
グ
に
基
づ
い
て
分
類
す
る
（
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
役
割
を
果
た
す
の
か
、
そ
れ
と
も
第
一
次
的
な
立
法
権
を

持
つ
の
か
）。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
こ
の
内
の
後
者
の
み

0

0

0

0

、
つ
ま
り
、
第
一
次
的
な
立
法
権
を
持
つ
委
員
会
の
み
を
、
今
度
は
委
員
会
の

構
成
に
着
目
し
て
、
公
選
職
が
排
除
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
問
う
。
こ
の
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ッ
ト
の
類
型
論
は
、
い
わ
ば
単
線
的
に
展
開

さ
れ
る
。
す
る
と
、
こ
の
類
型
論
が
、
各
種
区
割
り
委
員
会
の
特
徴
を
、
完
全
な
形
で
把
握
で
き
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
例
え
ば
、

一
切
の
公
選
職
が
排
除
さ
れ
る
が
、
勧
告
権
限
し
か
持
た
な
い
よ
う
な
委
員
会
を
想
定
し
よ
う
。
こ
の
区
割
り
委
員
会
は
、
勧
告
権
限
し

か
持
た
な
い
た
め
、
こ
の
類
型
論
の
中
で
は
、
勧
告
委
員
会
型
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ

と
す
る
と
、
こ
の
類
型
論
で
は
、
勧
告
委
員
会
型
の
中
で
の
委
員
会
構
成
の
多
様
な
在
り
方
を
捉
え
き
れ
な
い
こ
と
に
な
る
（
立
法
権
を

持
つ
委
員
会
の
中
で
の
委
員
会
構
成
は
、
肌
理
細
か
く
分
類
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
）。

　
と
は
言
え
、
レ
ヴ
ィ
ッ
ト
の
類
型
論
か
ら
、
我
々
が
各
種
の
区
割
り
委
員
会
の
特
徴
を
把
握
す
る
上
で
注
目
す
べ
き
要
素
を
抽
出
す
る

こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
要
素
を
改
め
て
確
認
す
る
と
、
第
一
に
、
権
限
の
強
さ
と
い
う
要
素
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
レ

ヴ
ィ
ッ
ト
の
議
論
で
は
、
立
法
権
限
な
の
か
、
そ
れ
と
も
勧
告
権
限
か
、
の
二
分
法
で
捉
え
ら
れ
た
。
第
二
に
、
区
割
り
委
員
会
の
区
割

り
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
い
う
要
素
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
三
に
、
委
員
会
の
構
成
と
い
う
要
素
が
あ
っ
た
。
委
員
会
の
構
成
と
し
て
は
、
一

方
の
極
に
議
員
の
み
か
ら
な
る
委
員
会
が
、
他
方
の
極
に
一
般
市
民
の
み
か
ら
な
る
委
員
会
が
あ
り
、
そ
の
間
に
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
あ

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

三
　
指
標
の
細
分
化

　
前
章
で
抽
出
さ
れ
た
三
つ
の
要
素
は
、
各
種
の
区
割
り
委
員
会
を
評
価
す
る
際
に
本
質
的
な
重
要
性
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
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の
う
ち
第
二
の
要
素

―
区
割
り
の
タ
イ
ミ
ン
グ

―
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
的
な
区
割
り
主
体
か
否
か
と
い
う
だ
け
の
問
題
な
の
で
、

こ
れ
以
上
論
究
す
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。

　
他
方
で
、
第
三
の
要
素

―
委
員
会
の
構
成

―
に
つ
い
て
は
、
単
に
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
よ
り
詳

細
な
指
標
を
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
第
一
の
要
素

―
権
限
の
強
さ

―
に
関
し
て
は
、
果
た
し
て
、

勧
告
権
と
立
法
権
の
単
純
な
二
分
法
に
よ
り
各
種
の
区
割
り
委
員
会
の
特
徴
を
十
分
に
捉
え
き
れ
て
い
る
の
か
問
題
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で

以
下
で
は
、
こ
の
二
点
に
つ
い
て
、
米
国
の
論
者
の
所
説
を
参
照
し
つ
つ
、
立
ち
入
っ
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

㈠
　
権
限
の
強
さ
を
め
ぐ
っ
て

―
エ
ル
メ
ン
ド
ル
フ
の
慧
眼

　
ま
ず
、
権
限
の
強
さ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
勧
告
権
／
立
法
権
の
二
分
論
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
、
エ
ル
メ
ン

ド
ル
フ
（Christopher S. Elm

endorf

）
の
議
）
₅₀
（
論
が
参
照
に
値
す
る
。

1
　
強
化
さ
れ
た
勧
告
権

　
⑴
　
ア
イ
オ
ワ
州
の
区
割
り
委
員
会

　
エ
ル
メ
ン
ド
ル
フ
は
、
ア
イ
オ
ワ
州
の
区
割
り
委
員
）
₅₁
（

会
に
着
目
す
る
。
同
州
で
は
、
立
法
補
佐
局
（Legislative Services Agency

）
と

い
う
州
内
部
の
機
関
に
よ
っ
て
区
割
り
案
が
策
定
さ
れ
る
。
こ
の
区
割
り
案
が
法
と
な
る
た
め
に
は
、
州
議
会
に
よ
る
承
認
が
必
要
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
先
の
レ
ヴ
ィ
ッ
ト
の
分
類
で
は
、
同
州
の
区
割
り
委
員
会
た
る
立
法
補
佐
局
は
、
勧
告
委
員
会
型
に
属
す
る
も
の

と
さ
れ
て
い
）
₅₂
（
た
。

　
し
か
し
、
エ
ル
メ
ン
ド
ル
フ
は
、
ア
イ
オ
ワ
州
の
委
員
会
が
単
な
る
勧
告
委
員
会
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
を
喚
起
す
る
。
と
言
う
の
は
、

ア
イ
オ
ワ
州
法
上
、
州
議
会
は
、
立
法
補
佐
局
が
策
定
し
た
区
割
り
を
、
七
日
以
内
に
閉
鎖
ル
ー
ル
（closed-rule

）
の
下
で
採
決
し
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
閉
鎖
ル
ー
ル
と
い
う
の
は
、
法
案
の
修
正
を
許
さ
な
い
手
続
き
を
指
）
₅₃
（
す
。
こ
こ
で
は
、

州
議
会
に
法
案
修
正
権
（
区
割
り
修
正
権
）
が
な
く
、
提
出
さ
れ
た
区
割
り
案
に
賛
成
か
反
対
か
と
い
う
二
値
的
な
意
思
表
明
し
か
で
き

な
い
。
加
え
て
、
州
議
会
が
立
法
補
佐
局
の
案
を
否
決
し
た
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

州
議
会
が
案
を
否
決
し
た
場
合
、
立
法
補
佐
局
が
区
割
り
を
修
正
し
、
再
び
閉
鎖
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
議
会
が
採
決
を
行
う
。
こ
れ
も
否

決
さ
れ
た
場
合
、
三
度
目
の
立
法
補
佐
局
に
よ
る
区
割
り
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
三
回
目
の
勧
告
に
関
し
て
は
、
閉
鎖
ル
ー
ル
が
解
除
さ
れ

て
議
会
に
修
正
権
が
認
め
ら
れ
る
が
、
委
員
会
案
の
否
決
は
議
員
に
と
っ
て
政
治
的
リ
ス
ク
と
な
る
た
め
（
恣
意
的
な
区
割
り
を
試
み
て
い

る
と
の
外
観
を
生
じ
さ
せ
、
有
権
者
の
支
持
を
失
う
可
能
性
が
あ
る
な
ど
）、
こ
れ
ま
で
議
会
が
修
正
権
を
行
使
し
た
こ
と
は
な
い
。
エ
ル
メ
ン

ド
ル
フ
は
、
閉
鎖
ル
ー
ル
を
付
随
す
る
区
割
り
勧
告
権
を
持
つ
委
員
会
を
、
単
な
る
勧
告
委
員
会
と
区
別
し
た
上
で
積
極
的
に
評
価
す
る
。

　
こ
の
エ
ル
メ
ン
ド
ル
フ
の
議
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
委
員
会
が
持
つ
権
限
を
、
勧
告
権
／
立
法
権
の
二
分
論
と
す
る
の
は
単
純
に
過

ぎ
る
。
少
な
く
と
も
、
純
粋
な
勧
告
権
と
純
粋
な
立
法
権
と
の
間
に
、《
強
化
さ
れ
た
勧
告
権
》
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
で
き
よ
う
。

　
⑵
　
強
化
さ
れ
た
勧
告
権
の
例

　
こ
う
し
た
強
化
さ
れ
た
勧
告
権
を
採
用
す
る
他
の
例
と
し
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
い
て
二
〇
二
〇
年
の
国
勢
調
査
に
基
づ
く
区
割

り
か
ら
用
い
ら
れ
る
予
定
の
区
割
り
委
員
会
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
も
と
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
委
員
会
は
純
粋
な
勧
告
権
限

し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
）
₅₄
（
が
、
法
改
正
に
よ
っ
て
、
区
割
り
の
承
認
を
す
る
州
議
会
に
閉
鎖
ル
ー
ル
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
）
₅₅
（
た
。
具
体

的
に
は
、
ア
イ
オ
ワ
州
と
同
じ
く
、
委
員
会
が
作
成
し
た
区
割
り
を
、
修
正
の
な
い
（w

ithout am
endm

ent

）
採
決
に
か
け
、
こ
れ
が
可

決
さ
れ
た
場
合
に
は
法
と
な
る
が
、
否
決
さ
れ
た
り
、
可
決
後
に
知
事
が
拒
否
権
を
行
使
し
た
り
し
た
場
合
に
は
、
委
員
会
が
新
た
な
区

割
り
を
行
う
。
そ
し
て
、
否
決
又
は
拒
否
権
行
使
が
二
回
な
さ
れ
て
初
め
て
、
州
議
会
が
修
正
権
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
現
時
点
で
は
、
ア
イ
オ
ワ
州
の
仕
組
み
が
《
強
化
さ
れ
た
勧
告
権
》
の
範
型
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
理
論
上
は
他
の
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制
度
設
計
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
い
か
な
る
形
で
勧
告
権
が
強
化
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
新
た
な
制
度
展
開
を
注
視
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

2
　
限
定
さ
れ
た
修
正
に
服
す
る
立
法
権

　
そ
れ
で
は
、
各
種
選
挙
区
割
り
委
員
会
の
権
限
の
強
さ
を
、
純
粋
な
勧
告
権
、
強
化
さ
れ
た
勧
告
権
、
純
粋
な
立
法
権
と
い
う
三
段
階

で
、
十
分
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
米
国
の
選
挙
法
学
に
お
い
て
も
意
識
さ
れ
て
は
い
な
い

が
、《
限
定
さ
れ
た
修
正
に
服
す
る
立
法
権
》
を
持
つ
委
員
会
、
と
い
う
段
階
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
段
階

は
、
委
員
会
が
策
定
し
た
区
割
り
は
基
本
的
に
は
法
に
な
る
が
、
し
か
し
、
限
定
さ
れ
た
範
囲
に
お
い
て
は
州
議
会
等
に
よ
る
修
正
に
服

す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
委
員
会
の
例
と
し
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
そ
れ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
州
の
委
員
会
は
、
区
割
り
案
を
州
議
会
に

提
出
す
る
。
州
議
会
は
区
割
り
案
に
修
正
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
極
め
て
限
定
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、

修
正
の
条
件
に
つ
い
て
言
え
ば
、
州
憲
法
上
、
州
議
会
は
、
区
割
り
案
が
提
出
さ
れ
た
後
の
初
め
て
の
会
期
の
最
初
の
三
〇
日
の
間
に
修

正
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
そ
れ
は
、
両
院
そ
れ
ぞ
れ
で
三
分
の
二
以
上
の
議
員
の
支
持
で
も
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
）
₅₆
（
い
。
ま
た
、
修
正
の
範
囲
あ
る
い
は
程
度
に
つ
い
て
も
、
区
割
り
線
の
変
更
に
よ
り
、
各
選
挙
区
の
人
口
が
二
％
を
超
え
て
変
動
す
る

よ
う
な
修
正
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
州
法
で
定
め
ら
れ
て
い
）
₅₇
（

る
。

　
こ
の
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
委
員
会
は
、
一
方
で
、
区
割
り
案
に
つ
き
州
議
会
に
よ
る
修
正
が
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に
は
排
除
さ
れ
な
い
点
で
、

純
粋
な
立
法
権
を
持
つ
委
員
会
と
区
別
さ
れ
る
。
他
方
で
、
修
正
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
区
割
り
案
が
そ
の
ま
ま
法
と
な
る
点
で
、
純
粋

な
勧
告
権
を
持
つ
委
員
会
は
も
ち
ろ
ん
、
強
化
さ
れ
た
勧
告
権
を
持
つ
委
員
会
と
も
区
別
さ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
委

員
会
が
持
つ
権
限
を
、《
限
定
さ
れ
た
修
正
に
服
す
る
立
法
権
》
と
し
て
捉
え
、
他
の
委
員
会
が
持
つ
権
限
の
段
階
か
ら
区
別
す
る
こ
と
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が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

3
　
小
　
括

　
以
上
の
通
り
、
レ
ヴ
ィ
ッ
ト
の
類
型
論
の
前
提
に
な
っ
て
い
た
勧
告
権
／
立
法
権
の
二
分
論
は
、
肌
理
の
粗
い
指
標
し
か
提
供
で
き
て

い
な
い
。
区
割
り
委
員
会
が
持
つ
権
限
の
強
さ
に
着
目
す
る
指
標
と
し
て
は
、
少
な
く
と
も
、
❶
純
粋
な
勧
告
権
、
❷
強
化
さ
れ
た
勧
告

権
、
❸
限
定
さ
れ
た
修
正
に
服
す
る
立
法
権
、
❹
純
粋
な
立
法
権
、
の
四
つ
の
段
階
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

㈡
　
委
員
会
構
成
を
め
ぐ
っ
て

―
ケ
イ
ン
に
よ
る
細
分
化

　
次
に
、
委
員
会
構
成
に
関
す
る
指
標
を
よ
り
詳
細
に
考
え
て
み
た
い
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
委
員
会
の
構
成
に
関
す
る
指
標
を

詳
細
に
定
式
化
す
る
ケ
イ
ン
（Bruce E. Cain

）
の
議
論
で
あ
る
。

1
　
議
会
の
利
益
相
反

　
ケ
イ
ン
は
、
委
員
の
構
成
を
評
価
す
る
た
め
の
指
標
と
し
て
、
委
員
の
選
定
方
法
を
も
考
慮
に
入
れ
た
、「
議
会
の
利
益
相
反

（legislative conflict of inter

）
₅₈
（est

）」
と
い
う
観
点
を
提
案
す
る
。
す
な
わ
ち
ケ
イ
ン
は
、
州
議
会
が
自
分
た
ち
の
選
挙
の
区
割
り
を
決
定
す

る
こ
と
を
利
益
相
反
と
捉
え
た
上
で
、
利
益
相
反
の
多
寡
を
、
明
確
な
階
層
性
で
も
っ
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
分
離
の
ゼ
ロ

段
階
と
し
て
は
、
区
割
り
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
者
が
区
割
り
を
行
う
、
と
い
う
状
態
が
あ
る
。
州
議
会
の

議
員
自
身
が
、
州
議
会
選
挙
の
区
割
り
を
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
は
、
こ
こ
を
出
発
点
と
し
た
上
で
、
以
下
に
述
べ
る
五
つ

の
段
階
を
設
定
し
、
各
種
区
割
り
委
員
会
の
委
員
会
構
成
を
位
置
づ
け
て
い
く
。

　
⑴
　
希
釈
に
よ
る
分
離
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ま
ず
、
分
離
の
第
一
段
階
と
し
て
、「
希
釈
に
よ
る
分
離
（separation by dilution

）」
と
い
う
段
階
が
あ
）
₅₉
（
る
。
こ
れ
は
、
区
割
り
委
員

会
に
州
議
会
議
員
が
参
加
す
る
も
の
の
、
そ
の
他
の
公
選
職
（
知
事
等
、
州
全
体
か
ら
選
出
さ
れ
る
公
職
）
や
市
民
を
委
員
会
に
加
え
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
利
害
関
係
者
た
る
州
議
会
議
員
の
影
響
力
が
希
釈
（dilution

）
さ
れ
る
た
め
、
ゼ
ロ

分
離
よ
り
は
ま
だ
、
議
会
の
利
益
相
反
の
度
合
い
が
少
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
⑵
　
職
務
に
よ
る
分
離

　
第
二
段
階
と
し
て
、「
職
務
に
よ
る
分
離
（separation by office

）」
の
段
階
が
あ
）
₆₀
（
る
。
こ
れ
は
、
州
議
会
議
員
を
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー

か
ら
排
除
し
て
、
州
議
会
議
員
以
外
の
公
選
職
（
副
知
事
や
監
査
役
等
、
州
全
体
か
ら
選
出
さ
れ
る
公
職
）
に
よ
っ
て
委
員
会
を
構
成
す
る
、

と
い
う
段
階
で
あ
る
。
州
議
会
の
議
員
と
い
う
剝
き
出
し
の
利
害
当
事
者
を
除
く
点
に
お
い
て
、「
希
釈
に
よ
る
分
離
」
の
段
階
よ
り
、

も
う
一
歩
分
離
が
進
ん
だ
形
に
な
る
。
ケ
イ
ン
は
、
こ
の
段
階
の
委
員
会
と
し
て
、
ア
ー
カ
ン
ザ
ス
州
（
後
注
（
35
））、
オ
レ
ゴ
ン
州

（
後
注
（
33
））
の
も
の
を
挙
げ
て
い
）
₆₁
（
る
。

　
⑶
　
公
選
職
か
ら
の
分
離

　
第
三
段
階
と
し
て
、「
公
選
職
か
ら
の
分
離
（separation from

 office

）」
の
段
階
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
州
議
会
議
員
は
も
と
よ
り
、
そ

の
他
の
公
選
職
に
つ
い
て
も
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
排
除
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
先
の
レ
ヴ
ィ
ッ
ト
の
分
類
に
お
い
て
独
立
委

員
会
型
と
さ
れ
る
も
の
は
、
最
低
限
こ
の
段
階
に
達
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
こ
で
は
、
公
選
職
の
代
わ
り
に
、
議
会
代
表
（
両
院
議
長
や
、
両
院
の
少
数
党
院
内
総
務
等
）
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
一
般
市
民
が
委
員
会

を
構
成
す
る
。
委
員
は
、
議
会
関
係
者
の
任
命
を
受
け
る
と
は
い
え
、
政
治
家
一
般
が
区
割
り
プ
ロ
セ
ス
に
は
直
接
は
関
わ
れ
な
く
な
る
。

こ
の
点
で
、「
職
務
に
よ
る
分
離
」
段
階
よ
り
も
更
に
、
議
会
の
利
益
相
反
の
度
合
い
は
少
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
段
階
の
委
員
会
と
し
て
は
、
ア
イ
オ
ワ
州
（
三
㈠
1
⑴
）、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
（
後
注
（
22
））、
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
州
（
後
注
（
21
）））

₆₂
（

、

ア
ラ
ス
カ
州
（
後
注
（
44
））、
ア
イ
ダ
ホ
州
（
後
注
（
47
））、
モ
ン
タ
ナ
州
（
後
注
（
48
））、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
（
後
注
（
49
））
の
も
の
が
挙
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げ
ら
れ
て
い
る
。

　
⑷
　
独
立
の
候
補
者
リ
ス
ト
に
よ
る
分
離

　
第
四
段
階
と
し
て
、「
独
立
の
委
員
候
補
者
リ
ス
ト
に
よ
る
分
離
（separation by Independent Pool

）」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
区
割
り

を
行
う
市
民
を
、
議
会
関
係
者
が
任
意
に
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、
一
定
の
中
立
的
基
準
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
一
般
市
民
か
ら
な
る
委
員

候
補
者
リ
ス
ト
の
中
か
ら
選
ぶ
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
る
段
階
で
あ
る
。

　
こ
の
段
階
の
内
実
を
、
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
ア
リ
ゾ
ナ
州
の
委
員
会
を
素
材
に
、
も
う
少
し
具
体
的
に
見
て
み
よ
）
₆₃
（
う
。
同
州
の

委
員
会
は
、
五
名
か
ら
構
成
さ
れ
、「
独
立
選
挙
区
再
区
画
委
員
会
（Independent Redistricting Com

m
ission

）」
と
呼
ば
れ
る
。
委
員
を

任
命
す
る
の
は
州
議
会
議
員
（
州
議
会
上
下
両
院
が
各
院
か
ら
選
出
す
る
最
高
位
の
議
員
、
上
下
両
院
の
少
数
党
院
内
総
務
）
で
あ
る
が
、
そ
の
任

命
は
、
州
の
上
訴
裁
判
所
裁
判
官
指
名
委
員
会
が
用
意
す
る
区
割
り
委
員
の
候
補
者
名
簿
の
中
か
ら
の
み
行
わ
れ
る
と
い
う
の
が
、
こ
こ

で
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
指
名
委
員
会
が
、
い
く
つ
か
の
基
）
₆₄
（
準
に
基
づ
き
、
一
般
市
民
か
ら
、
同
州
の
二
大
政
党

（
政
党
登
録
数
に
基
づ
く
）
の
各
党
員
か
ら
一
〇
名
ず
つ
、
及
び
二
大
政
党
以
外
の
政
党
に
登
録
若
し
く
は
無
所
属
の
者
か
ら
五
名
の
計
二

五
名
を
委
員
候
補
者
と
す
る
リ
ス
ト
を
作
成
す
る
。
そ
の
上
で
、
州
議
会
上
下
両
院
が
各
院
か
ら
選
出
す
る
最
高
位
の
議
員
、
上
下
両
院

の
少
数
党
院
内
総
務
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
名
ず
つ
前
記
リ
ス
ト
の
中
か
ら
委
員
を
任
命
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
任
命
さ
れ
た
四

名
が
、
非
二
大
政
党
若
し
く
は
無
所
属
の
リ
ス
ト
か
ら
、
多
数
決
で
も
っ
て
最
後
の
一
名
の
委
員
を
選
ぶ
（
最
後
の
一
名
は
委
員
長
と
な

る
）
と
い
う
流
れ
に
な
る
。

　
⑸
　
議
会
関
係
者
に
よ
る
指
名
か
ら
の
分
離

　
最
後
に
、
第
五
段
階
目
と
し
て
、「
議
会
関
係
者
に
よ
る
指
名
か
ら
の
分
離
（separation from

 Legislative D
esignation

）」
の
段
階
が

あ
る
。
こ
れ
は
、
中
立
的
基
準
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
一
般
市
民
か
ら
成
る
区
割
り
委
員
候
補
者
名
簿
の
中
か
ら
委
員
が
選
定
さ
れ
る
こ

と
を
前
提
に
、
そ
の
選
定
を
、
議
会
関
係
者
に
よ
る
積
極
的
関
与
を
排
除
す
る
形
で
行
う
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
点
に
お
い
て
、「
独
立
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の
候
補
者
リ
ス
ト
に
よ
る
分
離
」
と
区
別
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
も
、
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
委
員
会
を
例
に
、
こ
の
段
階
の
内
実
を
や
や
詳
し
く
見
て
お
き
た
い
。

同
州
の
委
員
会
は
、「
独
立
市
民
委
員
会
（Independent Citizen Com

m
ission

）」
と
呼
ば
れ
、
一
四
名
か
ら
成
る
。
こ
の
区
割
り
委
員
を

選
定
す
る
の
は
、
任
命
審
査
委
員
会
と
い
う
州
の
機
関
で
あ
る
。
任
命
審
査
委
員
会
は
、
州
の
会
計
監
査
部
門
で
あ
る
州
監
査
局
か
ら
出

向
す
る
職
員
三
名
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
任
命
審
査
委
員
会
に
つ
い
て
も
党
派
横
断
的
構
成
が
採
ら
れ
て
お
り
、
二
大
政
党
に
登

録
す
る
職
員
か
ら
一
名
ず
つ
、
そ
れ
以
外
の
政
党
に
登
録
若
し
く
は
無
党
派
の
職
員
か
ら
一
名
が
、
出
向
者
と
し
て
選
ば
れ
る
。

　
任
命
審
査
委
員
は
、
ま
ず
、
公
募
を
通
じ
て
区
割
り
委
員
会
の
候
補
者
を
集
め
る
。
区
割
り
委
員
と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
市
）
₆₅
（

民
は
、

任
命
審
査
委
員
会
に
応
募
用
紙
を
提
出
す
る
。
こ
こ
で
の
応
募
者
は
、
第
一
次
応
募
者
と
言
わ
れ
る
。
第
一
次
応
募
者
は
、
そ
の
後
、
論

文
式
試
験
、
推
薦
状
の
提
出
、
資
産
の
公
開
を
そ
の
内
容
と
す
る
補
充
プ
ロ
セ
ス
に
進
む
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
以
下
の
三
つ
の
過
程
を

経
て
、
任
命
審
査
委
員
会
が
候
補
者
を
絞
り
、
最
終
的
に
一
四
名
の
区
割
り
委
員
を
確
定
す
る
。

　
任
命
審
査
委
員
会
は
、
第
一
段
階
と
し
て
、「〔
区
割
り
に

―
引
用
者
〕
関
連
性
を
持
つ
分
析
技
術
、
不
偏
不
党
で
あ
る
能
力
、
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
多
様
な
人
口
構
成
お
よ
び
地
理
状
況
へ
の
深
い
見
識
」
を
持
つ
者
、
と
い
う
基
準
を
用
い
て
、
応
募
者
か
ら
六
〇
名
を

選
ぶ
。
そ
の
際
に
は
、
二
大
政
党
の
政
党
員
か
ら
二
〇
名
ず
つ
、
そ
れ
以
外
の
政
党
の
政
党
員
又
は
無
党
派
か
ら
二
〇
名
、
が
選
ば
れ
る

こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
党
派
構
成
が
配
慮
さ
れ
る
（C

al. G
o

v

’t C
o

d
e 

§8252 

（d

））。
次
に
、
第
二
段
階
で
は
、
四
人
の
議
会

指
導
者
（
州
議
会
上
院
臨
時
議
長
、
州
議
会
上
院
少
数
党
院
内
総
務
、
州
議
会
下
院
議
長
、
州
議
会
下
院
少
数
党
院
内
総
務
）
に
よ
る
忌
避
プ
ロ
セ
ス

が
踏
ま
れ
る
。
こ
の
四
名
の
議
会
指
導
者
は
、
共
和
党
員
の
候
補
者
（
二
〇
名
）、
民
主
党
員
の
候
補
者
（
二
〇
名
）、
そ
の
他
の
政
党
、

無
党
派
の
候
補
者
（
二
〇
名
）
か
ら
、
各
政
党
枠
に
つ
き
最
大
二
名
を
忌
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
（C

al. G
o

v

’t C
o

d
e 

§8252 

（e

））。
こ
れ

に
よ
り
、
最
大
で
三
六
人
に
ま
で
候
補
者
が
絞
ら
れ
る
（
六
〇
（
第
一
段
階
で
の
候
補
者
）

－

四
（
議
会
指
導
者
）
×
三
（
各
政
党
枠
）
×
二
＝
三

六
）。
最
後
に
、
第
三
段
階
と
し
て
、
二
大
政
党
の
枠
か
ら
三
名
ず
つ
、
そ
れ
以
外
の
政
党
若
し
く
は
無
党
派
の
枠
か
ら
二
名
が
、
く
じ



法学政治学論究　第114号（2017.9）

16

引
き
（a lottery

）
を
通
じ
て
選
ば
れ
る
。
こ
れ
で
、
委
員
と
な
る
一
四
名
の
う
ち
八
名
が
確
定
す
る
。
そ
の
上
で
、
く
じ
引
き
で
選
ば

れ
た
八
名
の
委
員
が
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
「
人
種
的
、
民
族
的
、
地
理
的
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
多
様
性
」
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
各
政
党

枠
の
残
り
の
候
補
者
の
中
か
ら
二
名
ず
つ
委
員
を
選
出
す
る
。
こ
う
し
て
、
六
名
の
委
員
が
新
た
に
選
出
さ
れ
、
先
の
八
名
と
併
せ
て
、

合
計
一
四
名
の
委
員
が
確
定
す
る
の
で
あ
る
（C

al. G
o

v

’t C
o

d
e 

§8252 （f

））。

　
以
上
の
通
り
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
独
立
市
民
委
員
会
は
、
議
会
関
係
者
に
よ
る
積
極
的
関
与

―
忌
避
プ
ロ
セ
ス
で
消
極
的
に
関

与
は
し
て
い
る

―
を
排
除
す
る
形
で
行
わ
れ
て
い
る
。
利
益
相
反
の
排
除
と
い
う
点
で
、
現
時
点
で
の
到
達
点
を
示
す
も
の
と
い
え
よ

う
。2

　
検
　
討

　
こ
の
ケ
イ
ン
の
議
論
は
、
委
員
会
構
成
の
あ
り
方
を
、
利
益
相
反
の
多
寡
と
い
う
一
定
の
観
点
か
ら
明
確
な
輪
郭
を
持
つ
段
階
に
よ
っ

て
区
別
す
る
点
で
、
各
種
選
挙
区
割
り
委
員
会
の
特
徴
を
評
価
す
る
た
め
の
指
標
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
本
稿
の
立
場
か
ら
も
評
価
で

き
る
。
し
か
し
、
①
そ
も
そ
も
利
益
相
反
の
多
寡
と
い
う
観
点
か
ら
委
員
会
構
成
を
評
価
す
る
こ
と
が
適
切
か
、
②
そ
う
で
あ
る
と
し
て
、

段
階
の
設
定
の
仕
方
が
適
切
か
、
の
二
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
⑴
　
段
階
の
設
定
の
適
切
性

　
後
者
の
問
題
か
ら
扱
お
う
。
ケ
イ
ン
が
設
定
す
る
各
段
階
の
定
義
は
明
快
で
あ
り
、
米
国
に
お
け
る
段
階
論
と
し
て
み
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
次
の
一

点
を
除
き
、
特
に
異
論
を
差
し
挟
む
余
地
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
一
点
と
は
、
ケ
イ
ン
が
、
設
定
さ
れ
た
段
階
を
前
提
と
し
て
各
種
の
委
員
会
を
評
価
す
る
際
に
、
委
員
会
が
州
議
会
選
挙
の
区
割

り
を
行
う
場
合
と
、
連
邦
下
院
選
挙
の
区
割
り
を
行
う
場
合
と
を
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
問
題
な
の
は
、
州
議
会
選
挙

の
区
割
り
に
関
し
て
は
、
州
議
会
が
こ
れ
を
行
う
こ
と
は
議
会
の
利
益
相
反
と
い
う
批
判
が
直
接
に
妥
当
す
る
の
に
対
し
、
連
邦
下
院
議
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員
選
挙
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
連
邦
下
院
議
員
選
挙
の
場
合
、
州
議
会
が
区
割
り
を
行
う
と
し
て
も
、
州
議
会
と
、
州

内
か
ら
選
出
さ
れ
る
下
院
議
員
は
「
同
じ
」
主
体
で
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
文
字
通
り
の
利
益
相
反
が
生
じ
て
い
る
と
は
必

ず
し
も
言
え
な
い
。
そ
の
た
め
、
連
邦
下
院
選
挙
の
区
割
り
を
行
う
委
員
会
の
委
員
構
成
を
評
価
す
る
際
に
は
、
本
来
、
州
議
会
選
挙
の

そ
れ
と
は
異
な
る
指
標
が
必
要
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
連
邦
議
員
の
選
挙
制
度
を
各
州
が
決
す
る
と
い
う
合
衆
国
憲
法
に

固
有
の
問
題
で
あ
り
、
同
様
の
憲
法
構
造
を
持
た
な
い
我
が
国
で
は
こ
う
し
た
難
点
は
生
じ
な
い
。

　
⑵
　
利
益
相
反
の
多
寡
と
い
う
指
標
の
適
切
性

　
そ
れ
で
は
、
委
員
会
構
成
を
評
価
す
る
際
に
、
利
益
相
反
の
多
寡
と
い
う
観
点
を
採
用
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ
ろ
う
か
。

　
観
点
の
適
切
性
の
問
題
は
、
区
割
り
委
員
会
を
如
何
な
る
使
命
を
も
っ
た
機
関
と
し
て
理
解
す
る
か
、
と
い
う
問
題
と
リ
ン
ク
さ
せ
て

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
、
冒
頭
で
掲
げ
た
「
自
ら
の
利
害
が
直
接
に
か
か
わ
る
選
挙
区
…
…
の
問
題
を
、
国
会

議
員
が
適
切
に
決
め
ら
れ
る
か
非
常
に
怪
し
」
く
、「
ゲ
ー
ム
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
自
身
が
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
を
決
め
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、

本
来
お
か
し
な
話
」
と
の
指
摘
で
あ
る
。
選
挙
区
割
り
委
員
会
を
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
も
の
と
理
解
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
利
益
相
反
の
多
寡
と
い
う
観
点
を
設
定
す
る
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
。
他
の
適
切
な
観
点
が
な
い
わ
け
で
な
い
に
せ
よ
、

さ
し
あ
た
り
の
優
位
性
を
主
張
し
え
よ
う
。

四
　
終
わ
り
に

　
以
上
、
本
論
文
で
は
、
諸
種
の
区
割
り
委
員
会
を
評
価
す
る
た
め
の
指
標
を
、
米
国
の
実
践
・
学
説
を
素
材
と
し
つ
つ
検
討
し
て
き
た
。

こ
こ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
米
国
に
お
け
る
各
種
の
区
割
り
委
員
会
は
、
①
委
員
会
の
権
限
、
②
区
割
り
の
タ
イ
ミ
ン
グ
、
③
委
員
の
構
成
の
観
点
か
ら
、
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そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
第
二
に
、
こ
の
う
ち
委
員
会
の
権
限
の
強
さ
に
つ
い
て
は
、
❶
純
粋
な
勧
告
権
、

❷
強
化
さ
れ
た
勧
告
権
、
❸
限
定
さ
れ
た
修
正
に
服
す
る
立
法
権
、
❹
純
粋
な
立
法
権
の
四
段
階
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
第
三

に
、
委
員
会
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
利
益
相
反
の
多
寡
と
い
う
点
か
ら
、
❶
希
釈
に
よ
る
分
離
、
❷
職
務
に
よ
る
分
離
、
❸
公
選
職
か
ら

の
分
離
、
❹
独
立
の
委
員
候
補
者
リ
ス
ト
に
よ
る
分
離
、
❺
議
会
関
係
者
に
よ
る
指
名
か
ら
の
分
離
、
の
五
段
階
で
評
価
可
能
な
こ
と
。

　
以
上
が
、
米
国
に
お
け
る
現
時
点
で
の
議
論
の
到
達
点
に
、
筆
者
な
り
の
改
善
・
再
構
成
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
い
く
つ

か
の
留
意
点
と
今
後
の
課
題
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
第
一
に
、
本
論
文
は
、
各
種
委
員
会
を
評
価
す
る
た
め
の
指
標
を
挙
げ
る
に
留
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
が

―
あ
る
い
は
要
素
の
複

合
が

―
ど
の
よ
う
な
政
治
力
学
を
生
じ
さ
せ
得
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
区
割
り
を
帰
結
す
る
蓋
然
性
が
高
い
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
は

言
及
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
、
個
別
の
事
例
に
即
し
た
実
証
的
研
究
へ
の
参
照
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
）
₆₆
（

う
。

　
第
二
に
、
区
割
り
に
関
し
て
は
、
本
論
文
が
扱
っ
た
区
割
り
の
「
主
体
」
の
問
題

―
ど
の
よ
う
な
機
関
が
区
割
り
を
担
う
か

―
以

外
に
も
、
注
目
す
べ
き
要
素
が
あ
る
。
米
国
で
は
、
州
憲
法
・
州
法
に
、
こ
れ
ま
で
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
種
類
の
区
割
り
に
関
す
る
実
体

的
基
準
を
書
き
込
み
、
区
割
り
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
統
制
す
る
試
み
が
、
特
に
近
年
広
が
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
で
は
、
実

現
可
能
な
限
り
競
争
的
選
挙
区
（com

petitive districts
）
が
作
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
、
区
割
り
に
際
し
て
の
考
慮
要
素
の
一
つ
と
し
て
掲

げ
ら
れ
て
い
）
₆₇
（
る
。
ま
た
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
も
、
政
党
・
現
職
・
政
治
的
候
補
者
の
利
益
を
考
慮
す
る
こ
と
の
禁
止
が
、
憲
法
上
明

文
で
規
定
さ
れ
て
い
）
₆₈
（

る
。
こ
う
し
た
実
体
的
規
律
と
、
そ
れ
を
担
保
す
る
区
割
り
委
員
会
の
設
計
と
が
相
ま
っ
て
、
よ
り
健
全
な
区
割
り

が
産
出
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
点
を
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
第
三
に
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
本
論
文
で
示
し
た
枠
組
み
は
、
米
国
で
の
実
践
・
理
論
を
素
材
と
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
よ
り
普
遍

的
に
通
用
す
る
指
標
を
練
り
上
げ
る
た
め
に
は
、
区
割
り
委
員
会
が
実
践
さ
れ
て
い
る
別
の
国
に
も
目
を
向
け
た
り
、
前
記
の
整
理
の
中

の
特
殊
米
国
的
な
状
況
に
刻
印
さ
れ
た
諸
要
素
を
相
対
化
し
た
り
す
る
必
要
が
あ
る
。
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と
は
言
え
、
区
割
り
プ
ロ
セ
ス
が
多
元
的
に
展
開
し
、
い
わ
ば
区
割
り
委
員
会
の
「
実
験
場
」
と
も
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
米
国
は
、
区

割
り
委
員
会
の
実
践
・
理
論
を
検
討
す
る
上
で
、
極
め
て
有
用
な
素
材
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
こ
と
を
い
ま
一
度
強
調
し
て
、

本
論
文
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

〔
付
記
〕
本
研
究
は
、
平
成
二
八
年
度
「
博
士
課
程
学
生
研
究
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
助
成
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
₁
）  

選
挙
法
学
と
い
う
学
問
領
域
に
つ
い
て
は
、
吉
川
智
志
「
米
国
に
お
け
る
選
挙
法
学
の
誕
生
」
法
学
政
治
学
論
究
一
〇
八
号
（
二
〇
一
六
年
）

一
二
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
₂
）  E.g., Sam

uel Issacharoff, ɢ
ｅｒｒｙⅿ

ａｎｄｅｒｉｎɡ　ａｎｄ　Ｐｏˡｉｔｉｃａˡ　Ｃａｒｔｅˡｓ︐ 116 H
arv. L. R

ev. 593 601 ︲629 

（2002

）; H
eather G

erken,　
ʟｏｓｔ　ｉｎ　ｔʰｅ　Ｐｏˡｉｔｉｃａˡ　Ｔʰｉｃｋｅｔ：　Ｔʰｅ　Ｃｏｕｒｔ︐　Ｅˡｅｃｔｉｏｎ︐　ʟａʷ︐　ａｎｄ　ｔʰｅ　Ｄ

ｏｃｔｒｉｎａˡ　ɪｎｔｅｒｒｅɡｎｕⅿ
, 153 U. P

a. L. R
ev. 503 （2004

）.

（
₃
）  D

avis v. Bandem
er, 478 U.S. 109 （1986

）.

（
₄
）  

次
の
よ
う
な
基
準
で
あ
る
（
ホ
ワ
イ
ト
相
対
多
数
意
見
）。
ま
ず
、
当
該
訴
え
が
認
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、「
同
定
可
能
な
政
治
集
団
に
対
す
る

意
図
的
差
別
と
当
該
集
団
へ
の
現
実
の
差
別
的
効
果
の
両
方
」
の
証
明
が
必
要
で
あ
る
（at 127

）。
こ
の
う
ち
、
差
別
的
意
図
の
要
件
に
つ
い

て
は
、「
再
区
割
り
が
議
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
以
上
、
議
席
再
配
分
の
あ
り
得
る
政
治
的
帰
結
が
意
図
さ
れ
た
こ
と
の
証
明
が
著
し
く
困
難
で

あ
る
べ
き
で
な
い
」
と
し
て
、
地
裁
の
事
実
認
定
に
従
い
差
別
的
意
図
を
比
較
的
簡
単
に
認
定
し
た
が
（at 129

）、
問
題
は
、
効
果
の
要
件
で

あ
る
。
最
高
裁
は
、「
…
…
違
憲
の
差
別
が
生
じ
る
の
は
、
選
挙
制
度
が
有
権
者
も
し
く
は
有
権
者
集
団
の
政
治
過
程
全
体
に
対
す
る
影
響
力
を

一
貫
し
て
低
下
さ
せ
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
場
合
の
み
」
で
あ
る
と
言
う
。
こ
れ
は
、「
政
治
過
程
か
ら
の
締
め
出
し
（shut out

）」
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
明
が
必
要
だ
と
言
い
換
え
ら
れ
て
お
り
（at 139

）、
ま
た
、「
平
等
保
護
違
反
が
認
定
さ
れ
得
る
の
は
、
選
挙
制
度
が
、

政
治
過
程
に
効
果
的
に
影
響
を
与
え
る
有
権
者
た
ち
の
機
会
に
、
実
質
的
に
不
利
益
を
与
え
る
場
合
の
み
」
で
あ
る
と
も
さ
れ
る
（at 133

）。

　
　
　
ア
メ
リ
カ
の
二
大
政
党
制
を
想
定
し
た
時
、
片
方
の
政
党
の
支
持
者
が
こ
う
し
た
状
況
に
陥
る
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る
こ
と
は
、
容
易
に
は
想

定
し
難
い
。

（
₅
）  E.g., Issacharoff, ｓｕｐｒａ　note 2. 

こ
れ
ら
の
議
論
の
一
部
は
、
吉
川
智
志
「
選
挙
法
の
司
法
審
査
と
政
治
的
競
争
：
司
法
審
査
理
論
の
可
能

性
？
」
法
学
政
治
学
論
究
一
一
二
号
（
二
〇
一
七
年
）
二
〇
一
頁
以
下
を
参
照
。
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（
₆
）  V

ieth v. Jubelirer, 541 U.S. 267 

（2004

）. 

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
東
川
浩
二
「
判
批
」
ア
メ
リ
カ
法
二
〇
〇
五
年
一
号
（
二
〇
〇
五
年
）

一
二
二
頁
以
下
、
吉
田
仁
美
「
判
批
」
憲
法
訴
訟
研
究
会
他
編
『
続
・
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）
二
三
四
頁
以
下
。

（
₇
）  

そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
概
観
と
し
て
、
東
川
浩
二
「
政
治
的
ゲ
リ
マ
ン
ダ
の
法
的
規
制
：
州
憲
法
の
復
権
と
競
争
理

論
」
選
挙
研
究
二
四
巻
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）
九
八
頁
以
下
を
参
照
。
な
お
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
西
部
地
区
連
邦
地
方

裁
判
所
は
、
共
和
党
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
議
会
の
選
挙
区
割
り
を
違
憲
の
党
派
的
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
と
判
断
し
た

（W
hitford v. G

ill, N
o. 15 ︲cv ︲421 ︲bbc, 2016 W

L 6837229 

（W
.D. W

is. N
ov. 21, 2016

））。
そ
し
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
二
〇
一
七
年

六
月
一
二
日
に
こ
の
判
決
を
実
質
審
理
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
今
後
の
帰
趨
が
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
詳
細

に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
₈
）  E.g., Yasm

in D
aw

ood, Ｔʰｅ　Ａ
ｎｔｉｄｏⅿ

ｉｎａｔｉｏｎ　Ｍ
ｏｄｅˡ　ａｎｄ　ｔʰｅ　Ｊｕｄｉｃｉａˡ　Ｏ

ｖｅｒｓｉɡʰｔ　ｏｆ　Ｄ
ｅⅿ

ｏｃｒａｃｙ, 96 G
eo. L. J. 1411 

（2007

）; 
Theodore D. Rave, Ｐｏˡｉｔｉｃｉａｎｓ　ａｓ　Ｆｉｄｕｃｉａｒｉｅｓ, 126 H

arv. L. R
ev. 671 （2013

）; N
icholas O. Stephanopoulos &

 Eric M
. M

cG
hee, 

Ｐａｒｔｉｓａｎ　ɢ
ｅｒｒｙⅿ

ａｎｄｅｒｉｎɡ　ａｎｄ　ｔʰｅ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　ɢ
ａｐ︐ 82 U. C

h
i L. R

ev. 831 

（2015

）. 

こ
の
よ
う
な
潮
流
が
、
少
な
く
と
も
一
九
九
〇
年

代
以
降
、
米
国
選
挙
法
学
の
主
た
る
潮
流
を
な
し
て
き
た
。
他
方
で
、
こ
の
よ
う
な
潮
流
か
ら
し
て
も
、
区
割
り
委
員
会
を
改
革
す
る
こ
と
は
肯

定
的
に
評
価
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
両
者
は
排
他
的
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
思
う
に
、
こ
う
し
た
司
法
審
査
論
と
立
法
プ
ロ
セ
ス
の
改
革

を
相
互
に
補
完
し
あ
う
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
、
選
挙
法
秩
序
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
を
全
体
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
、
選
挙
法
の
改
革
、
民
主
政

の
質
の
向
上
に
と
っ
て
、
重
要
で
あ
ろ
う
。

（
₉
）  

連
邦
議
会
下
院
選
挙
の
選
挙
区
決
定
は
、
議
席
再
配
分
（reapportionm

ent

）
と
選
挙
区
（
再
）
区
割
り
（redistricting

）
の
二
段
階
か
ら

成
り
、
後
者
が
州
の
決
定
に
委
ね
ら
れ
る
。
ま
ず
、
議
席
再
配
分
と
は
、
各
州
に
連
邦
下
院
議
員
の
議
席
（
現
在
は
定
数
四
三
五
）
を
配
分
す
る

こ
と
を
指
す
。
合
衆
国
憲
法
は
、
一
条
二
節
三
項
で
、
連
邦
下
院
議
員
の
議
席
は
各
州
の
総
人
口
に
比
例
し
て
各
州
に
配
分
さ
れ
る
と
定
め
て
お

り
、
一
〇
年
ご
と
の
国
勢
調
査
で
判
明
し
た
人
口
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
い
る
。
次
に
、
選
挙
区
（
再
）
区
割
り
と
は
、
選
挙
区
画
の
決
定
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
点
、
合
衆
国
憲
法
一
条
四
節
一
項
は
、「
上
院
議
員
お
よ
び
下
院
議
員
の
選
挙
を
行
う
時
、
所
、
お
よ
び
方
法
は
、
各
州
に
お
い

て
そ
のlegislature

が
定
め
る
も
の
と
す
る
」
と
し
て
、
州
に
そ
の
決
定
権
限
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
。
要
す
る
に
、
州
は

―
合
衆
国
憲
法
及
び
連

邦
法
の
範
囲
内
に
お
い
て

―
区
割
り
を
自
由
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
な
お
、
“legislature

”と
い
う
文
言
は
、
米
国
法
の
文
脈
で
は
「
州
議
会
」
を
指
す
も
の
と
理
解
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
ま
た
日
本
語

で
も
通
常
そ
の
よ
う
に
翻
訳
さ
れ
る
。
す
る
と
、
州
議
会
な
ら
ぬ
区
割
り
委
員
会
が
区
割
り
を
行
う
こ
と
が
同
条
項
に
違
反
し
な
い
か
問
題
と
な
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り
得
る
（
無
論
、
委
員
会
が
区
割
り
に
関
す
る
勧
告
的
意
見
を
出
す
に
留
ま
り
、
州
議
会
自
身
が
立
法
権
を
有
し
て
い
る
場
合
は
こ
の
問
題
は
発

生
し
な
い
。
こ
こ
で
想
定
し
て
い
る
の
は
、
区
割
り
権
限
自
体
を
委
員
会
に
委
譲
し
た
場
合
で
あ
る
）。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
は
、
二
〇
一
五

年
の
判
決
で
、
州
議
会
と
は
異
な
る
委
員
会
へ
区
割
り
権
限
を
委
譲
し
て
も
同
条
項
に
は
反
し
な
い
と
判
断
し
た
。Arizona State Legislature 

v. Arizona Independent Redistricting Com
m

ission, 135 S. Ct. 2652 （2015

）. 

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
東
川
浩
二
「
判
批
」
ア
メ
リ
カ
法

二
〇
一
六
年
一
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
二
三
頁
以
下
、
中
村
良
隆
「
判
批
」
比
較
法
学
五
〇
巻
三
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
一
二
頁
以
下
参
照
。

（
₁₀
）  
我
が
国
で
は
、
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
（
平
成
六
年
二
月
四
日
法
律
第
三
号
）
に
基
づ
き
、
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議

会
（
以
下
、
審
議
会
）
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、「
審
議
会
は
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
の
改
定
に
関
し
、
調
査
審
議
し
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
改
定
案
を
作
成
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
勧
告
す
る
も
の
と
す
る
。」（
第
二
条
）
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
₁₁
）  

但
し
、
現
行
憲
法
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
導
入
が
可
能
な
区
割
り
委
員
会
に
は
一
定
の
限
界
が
あ
ろ
う
。

（
₁₂
）  

山
本
龍
彦
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
ら
わ
れ
な
い
改
正
テ
ー
マ
」
月
刊
正
論
二
〇
一
七
年
六
月
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
九
八
頁
。

（
₁₃
）  

先
行
業
績
と
し
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。
東
川
・
前
掲
注
（
₇
）
九
九
頁
以
下
、
梅
田
久
枝
「
ア
メ
リ
カ
の
選
挙
区
画
再
編
に
関
す

る
立
法
動
向
：
選
挙
過
程
か
ら
の
政
治
の
排
除
」
外
国
の
立
法
二
三
六
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
六
三
頁
以
下
。

（
₁₄
）  See, e.g., Bruce E. Cain, ʀｅｄｉｓｔｒｉｃｔｉｎɡ　Ｃｏⅿ

ⅿ
ｉｓｓｉｏｎｓ：　Ａ

　ʙｅｔｔｅｒ　Ｐｏˡｉｔｉｃａˡ　ʙｕｆｆｅｒ⁇, 121 Y
ale L. J. 1808, 1813 （2011

）.

（
₁₅
）  Ju

stin L
ev

itt, A C
itizen G

u
id

e to R
ed

istrictin
g 20 ︲23 （2010

）. 

本
分
類
に
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、
中
村
・
前
掲
注
（
₉
） 一
二
〇
頁
。

（
₁₆
）  L

ev
it,　ｓｕｐｒａ　note 15, at 20.

（
₁₇
）  

ア
イ
オ
ワ
州
の
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
後
に
改
め
て
触
れ
る
。

（
₁₈
）  

メ
イ
ン
州
の
委
員
会
は
、「
議
席
配
分
委
員
会
（Apportionm

ent Com
m

ission

）」
と
呼
ば
れ
る
。
委
員
会
は
一
五
名
か
ら
成
る
。
ま
ず
、

州
議
会
下
院
議
長
が
下
院
最
大
党
か
ら
三
名
、
州
議
会
上
院
議
長
が
上
院
最
大
党
か
ら
二
名
、
州
議
会
下
院
少
数
党
院
内
総
務
が
当
該
政
党
か
ら

三
名
、
州
議
会
上
院
少
数
党
院
内
総
務
が
当
該
政
党
に
属
す
る
者
か
ら
二
名
を
任
命
す
る
。
そ
し
て
、
州
内
の
二
大
政
党
の
委
員
長
若
し
く
は
代

表
者
が
こ
れ
に
加
え
ら
れ
る
（
計
一
二
名
）。
残
る
三
名
は
一
般
公
衆
か
ら
任
命
さ
れ
る
が
、
既
に
委
員
と
な
っ
た
一
二
名
が
二
名
を
選
び
、
そ

の
二
名
が
、
最
後
の
一
名
を
選
ぶ
。M

e. C
o

n
st. art. IV, P

t. 3, 

§1 ︲A.

（
₁₉
）  

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
委
員
会
（
二
〇
一
四
年
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
採
択
以
前
）
は
、「
立
法
的
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
（Legislative Task 

Force

）」
と
呼
ば
れ
、
六
名
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
内
、
州
議
会
上
院
臨
時
議
長
が
二
名
を
、
州
議
会
下
院
議
長
が
二
名
を
、
州
議
会
上

院
少
数
党
院
内
総
務
が
一
名
を
、
州
議
会
下
院
少
数
党
院
内
総
務
が
一
名
を
、
原
則
と
し
て
各
院
の
議
員
か
ら
選
出
し
て
い
た
（
但
し
、
例
外
と
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し
て
、
上
下
両
院
の
議
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
選
出
す
る
二
名
の
う
ち
一
名
は
、
議
員
以
外
か
ら
選
出
）。N.Y. L

eg
is. L

aw 

§83 ︲m
 （2007

）.

（
₂₀
）  

ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
の
委
員
会
は
「
議
席
再
配
分
委
員
会
（Reapportionm
ent Com

m
ission

）」
と
呼
ば
れ
る
。
委
員
会
は
一
八
名
か
ら

成
る
。
上
院
議
長
が
上
院
議
員
か
ら
四
名
、
議
員
以
外
の
一
般
公
衆
か
ら
三
名
を
、
下
院
議
長
が
、
下
院
議
員
か
ら
四
名
、
議
員
以
外
の
一
般
公

衆
か
ら
三
名
を
任
命
す
る
（
以
上
、
一
四
名
）。
こ
れ
に
加
え
て
、
州
議
会
上
院
少
数
党
院
内
総
務
が
上
院
議
員
か
ら
二
名
を
、
州
議
会
下
院
少

数
党
院
内
総
務
が
下
院
議
員
か
ら
二
名
を
任
命
す
る
（
以
上
、
計
一
八
名
）。

（
₂₁
）  
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
州
の
委
員
会
は
「
議
会
議
席
配
分
委
員
会
（Legislative Apportionm

ent board

）」
と
呼
ば
れ
る
。
委
員
の
数
は
具
体
的
に

法
定
さ
れ
て
い
な
い
。
州
法
の
定
め
に
よ
る
と
、
ま
ず
州
最
高
裁
長
官
が
指
名
す
る
ス
ペ
シ
ャ
ル
マ
ス
タ
ー
（special m

aster

）
一
名
が
委
員

長
と
な
る
。
加
え
て
州
知
事
が
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
政
党
（
過
去
一
〇
年
の
中
で
最
低
六
年
間
、
同
一
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
以
外
か
ら
三
名
以
上

の
州
議
会
議
員
を
擁
し
て
い
た
政
党
）
の
党
員
か
ら
、
各
政
党
に
つ
き
一
名
ず
つ
委
員
に
任
命
す
る
（
な
お
、
知
事
は
そ
の
際
、
州
議
会
の
議
員

又
は
被
用
者
を
選
ん
で
は
な
ら
ず
、
ま
た
過
去
五
年
の
間
州
民
で
あ
っ
た
者
か
ら
し
か
選
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
）。
さ
ら
に
、
上
記
の
要
件
を
満

た
す
政
党
の
州
委
員
会
に
選
ば
れ
た
者
（
各
政
党
に
つ
き
一
名
）
が
、
こ
こ
に
加
わ
る
。17 V. S. A. 

§1904.

現
在
、
同
州
で
は
、
民
主
党
、

共
和
党
、
お
よ
び
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
進
歩
党
の
三
政
党
が
上
記
要
件
を
満
た
し
て
い
る
た
め
、
議
会
議
席
配
分
委
員
会
は
、
計
七
名
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
。

（
₂₂
）  

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
委
員
会
は
、「
選
挙
区
再
区
画
に
つ
い
て
の
独
立
両
党
派
勧
告
委
員
会
（Independent Bipartisan Advisory 

Com
m

ission on Redistricting

）」
と
呼
ば
れ
る
。
同
委
員
会
は
、
州
憲
法
お
よ
び
州
法
を
根
拠
に
持
つ
他
の
州
の
も
の
と
異
な
り
、
行
政
命

令
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
委
員
会
は
一
一
名
か
ら
成
り
、
二
大
政
党
の
党
員
か
ら
各
五
名
を
任
命
す
る
。
委
員
は
、
五
年
以
内
に
公

選
職
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
任
命
時
に
連
邦
議
会
下
院
若
し
く
は
州
議
会
の
被
用
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
知
事
は
、

公
職
も
し
く
は
政
党
の
役
職
に
就
い
て
お
ら
ず
、
い
か
な
る
政
党
と
も
関
連
し
な
い
一
名
を
議
長
と
し
て
任
命
す
る
。E

xec. O
rd

er N
o. 31 

（2011

）.

（
₂₃
）  

オ
ハ
イ
オ
州
に
お
け
る
勧
告
委
員
会
型
の
区
割
り
委
員
会
は
、「
立
法
的
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
（Legislative Task Force

）」
と
呼
ば
れ
る
。
委

員
会
は
六
名
か
ら
成
る
。
州
議
会
上
院
議
長
が
三
名
、
州
議
会
下
院
議
長
が
三
名
を
任
命
す
る
。
三
名
の
う
ち
二
名
を
超
え
て
同
一
の
政
党
に
所

属
し
て
い
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
三
名
の
う
ち
一
名
は
州
議
会
議
員
以
外
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
州
議
会
上
院
議
長
と
州
議
会
下
院

議
長
は
、
任
命
し
た
者
の
中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
名
の
委
員
長
を
選
び
、
選
ば
れ
た
二
名
が
共
同
委
員
長
と
な
る
（
二
名
の
共
同
委
員
長
は
同
一

政
党
に
所
属
し
て
は
な
ら
な
い
）。O

h
io R

ev. C
o

d
e 

§103. 51.
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な
お
「
立
法
的
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
」
は
、
州
議
会
の
区
割
り
に
つ
い
て
も
案
を
作
成
す
る
。
し
か
し
オ
ハ
イ
オ
州
で
、
こ
の
案
を
受
け
て
区
割

り
を
行
う
の
は
、
州
議
会
で
は
な
く
、
後
述
す
る
政
治
家
委
員
会
型
の
委
員
会
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
オ
ハ
イ
オ
州
の
州
議
会
選
挙
の
区
割
り

に
は
、
勧
告
委
員
会
型
の
委
員
会
と
政
治
家
委
員
会
型
の
二
つ
の
委
員
会
が
関
与
す
る
こ
と
と
な
る
。

（
₂₄
）  L

ev
itt, ｓｕｐｒａ note 15, at 20.

（
₂₅
）  T

ex. C
o

n
st. art. III, 

§28.

（
₂₆
）  C

o
n

n. C
o

n
st. art. XXV

I （c

）.

（
₂₇
）  

コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
の
委
員
会
は
、
単
に
「
委
員
会
（Com
m

ission

）」
と
呼
ば
れ
、
州
議
会
の
区
割
り
、
連
邦
下
院
の
区
割
り
の
双
方
で
用
い

ら
れ
る
。
国
勢
調
査
の
翌
年
の
九
月
一
五
日
ま
で
に
州
議
会
が
区
割
り
法
を
成
立
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
召
集
さ
れ
る
。
委
員
会
は
九
名
か

ら
成
り
、
州
議
会
上
院
臨
時
議
長
、
州
議
会
下
院
議
長
、
州
議
会
上
院
少
数
党
院
内
総
務
、
州
議
会
下
院
少
数
党
院
内
総
務
が
各
二
名
ず
つ
委
員

を
指
名
す
る
。
但
し
こ
れ
は
、
両
院
に
お
い
て
二
つ
の
政
党
し
か
存
在
し
な
い
場
合
で
あ
る
。
三
つ
以
上
政
党
が
存
在
す
る
院
で
は
、
そ
の
院
の

第
二
政
党
以
下
の
全
議
員
で
代
表
者
を
選
び
、
そ
の
代
表
者
が
当
該
院
の
少
数
党
院
内
総
務
に
代
わ
っ
て
、
二
名
の
委
員
を
任
命
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
て
選
ば
れ
た
八
名
の
委
員
は
、
三
〇
日
以
内
に
、
同
州
の
有
権
者
か
ら
一
名
を
委
員
に
追
加
す
る
。C

o
n

n. C
o

n
st. art. XXV

I 

（b

）. 

な
お
、
委
員
会
が
区
割
り
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
五
名
以
上
の
委
員
の
賛
成
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。C

o
n

n. C
o

n
st. art. XXV

I 

（c

）. 

ま
た
同
州
の
憲
法
は
、
州
議
会
が
区
割
り
法
を
制
定
さ
せ
る
場
合
に
、
三
分
の
二
の
賛
成
と
い
う
特
別
多
数
決
を
要
求
し
、
委
員
会
が
招
集
さ
れ

る
可
能
性
を
高
め
て
い
る
。C

o
n

n. C
o

n
st. art. XXX.

（
₂₈
）  

イ
リ
ノ
イ
州
の
委
員
会
は
、「
議
会
議
席
再
区
画
委
員
会
（Legislative Redistricting Com

m
ission

）」
と
呼
ば
れ
、
国
勢
調
査
の
翌
年
の

六
月
三
〇
日
ま
で
に
区
割
り
法
が
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
召
集
さ
れ
る
。
委
員
会
は
、
当
初
は
八
名
で
あ
る
。
州
議
会
上
院
議
長
、
州
議
会

上
院
少
数
党
院
内
総
務
、
州
議
会
下
院
議
長
、
州
議
会
下
院
少
数
党
院
内
総
務
が
、
各
議
院
の
議
員
か
ら
一
名
、
州
議
会
外
の
者
か
ら
一
名
を
、

そ
れ
ぞ
れ
委
員
に
任
命
す
る
。
同
一
政
党
に
所
属
す
る
者
が
四
名
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
委
員
会
は
、
州
務
長
官
に
区
割
り
案
を
提
出
し
、

提
出
さ
れ
た
案
が
そ
の
ま
ま
法
と
な
る
が
、
委
員
八
名
の
う
ち
の
五
名
以
上
の
承
認
が
な
い
と
、
区
割
り
案
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
国

勢
調
査
の
翌
々
年
の
八
月
ま
で
に
区
割
り
案
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
も
う
一
人
委
員
が
追
加
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
州
最
高
裁
が
、

異
な
る
政
党
に
属
す
る
二
名
を
候
補
と
し
て
選
び
、
州
務
長
官
が
、
こ
の
二
名
か
ら
く
じ
引
き
で
一
名
を
任
命
す
る
（
以
上
、
計
九
名
）。
以
上

九
名
の
う
ち
、
五
名
以
上
の
賛
成
で
、
委
員
会
は
区
割
り
案
を
州
務
長
官
に
提
出
で
き
る
。Ill. C

o
n

st. art. IV, 

§3.

（
₂₉
）  

ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
の
委
員
会
は
、
単
に
「
委
員
会
（Com

m
ission

）」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
委
員
会
は
、
い
く
つ
か
の
段
階
を
経
て
招
集
さ
れ
る
。
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ま
ず
同
州
の
憲
法
は
、
州
議
会
が
、
国
勢
調
査
が
行
わ
れ
て
か
ら
二
年
間
の
通
常
会
期
（regular session

）
中
に
、
区
割
り
を
行
う
べ
き
こ
と

を
定
め
る
。
区
割
り
が
行
わ
れ
る
こ
と
な
く
休
会
と
な
っ
た
場
合
、
州
知
事
は
、
三
〇
日
間
を
上
限
に
、
議
席
再
配
分
特
別
会
期
（special 

apportionm
ent session

）
と
し
て
州
議
会
を
再
招
集
す
る
。
こ
こ
で
州
議
会
は
、
両
院
合
同
決
議
を
通
じ
て
区
割
り
を
行
う
憲
法
上
の
義
務
を

有
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
特
別
会
期
に
お
い
て
、
前
記
義
務
を
州
議
会
が
履
行
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
五
名
か
ら
成
る
委
員
会
が
招
集
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
委
員
会
は
、
州
最
高
裁
長
官
を
議
長
に
、
州
の
司
法
長
官
、
州
務
長
官
、
州
議
会
下
院
議
長
、
そ
し
て
州
議
会
上
院
臨
時
議
長
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
委
員
会
は
、
一
八
〇
日
以
内
に
区
割
り
案
を
州
務
長
官
事
務
局
に
提
出
し
、
こ
れ
が
有
効
な
法
と
し
て
成
立
す
る
。

M
iss. C

o
n

st. art. XIII, 

§254.

（
₃₀
）  

オ
ク
ラ
ホ
マ
州
の
委
員
会
は
、「
議
席
配
分
委
員
会
（Apportionm

ent Com
m

ission

）」
と
呼
ば
れ
、
国
勢
調
査
後
初
め
て
の
通
常
会
期
の

議
会
が
招
集
さ
れ
て
九
〇
日
以
内
に
州
議
会
が
区
割
り
法
を
成
立
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
召
集
さ
れ
る
。
委
員
会
は
、
七
名
か
ら
成
る
。
州

議
会
上
院
臨
時
議
長
、
州
議
会
下
院
議
長
、
州
知
事
が
、
そ
れ
ぞ
れ
共
和
党
員
と
民
主
党
員
を
一
名
ず
つ
任
命
し
、
こ
れ
に
、
議
決
権
を
持
た
な

い
議
長
を
務
め
る
州
副
知
事
が
加
わ
る
（
憲
法
に
明
文
で
「
共
和
党
員
」・「
民
主
党
員
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
）。O

kla. 
C

o
n

st. art. V, 

§11A.

（
₃₁
）  

テ
キ
サ
ス
州
の
委
員
会
は
、「
議
会
議
席
再
区
画
委
員
会
（Legislative Redistricting Board

）」
と
呼
ば
れ
、
国
勢
調
査
後
初
め
て
の
通
常

会
期
に
州
議
会
が
区
割
り
に
失
敗
し
た
場
合
に
召
集
さ
れ
る
。
委
員
会
の
構
成
は
、
州
副
知
事
、
州
議
会
下
院
議
長
、
州
司
法
長
官
、
州
会
計
監

査
、
州
土
管
理
局
（G

eneral Land O
ffice

）
の
委
員
長
、
の
五
名
で
あ
る
。
過
半
数
以
上
の
委
員
の
出
席
に
よ
り
定
足
数
を
満
た
し
、
三
名
以

上
の
委
員
の
評
決
で
、
区
割
り
案
が
決
定
さ
れ
る
。
決
定
さ
れ
た
案
は
、
州
務
長
官
に
送
付
さ
れ
法
と
な
る
。T

ex. C
o

n
st. art. III, 

§28.

（
₃₂
）  

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
の
委
員
会
は
、「
選
挙
区
再
区
画
委
員
会
（Redistricting Com

m
ission

）」
と
呼
ば
れ
、
国
勢
調
査
後
初
め
て
の
通
常
会

期
の
議
会
が
連
邦
議
会
下
院
の
区
割
り
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
な
く
閉
会
し
た
場
合
に
召
集
さ
れ
る
。
州
議
会
下
院
議
長
、
州
議
会
上
院
臨
時
議
長
、

州
議
会
上
院
の
区
割
り
を
所
管
す
る
委
員
会
（com

m
ittee

）
の
委
員
長
、
州
下
院
の
区
割
り
を
所
管
す
る
委
員
会
の
委
員
長
、
州
知
事
が
任
命

す
る
州
議
会
の
議
員
一
名
、
の
五
名
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
委
員
の
多
数
の
承
認
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
区
割
り
案
は
、
州
知
事
に
提
出
さ
れ
、

州
知
事
が
執
行
命
令
の
形
式
で
、
上
記
案
通
り
の
区
割
り
を
公
示
す
る
。In

d. C
o

d
e, 

§3 ︲3 ︲2 ︲2.

（
₃₃
）  

レ
ヴ
ィ
ッ
ト
は
、
こ
れ
に
加
え
て
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
と
オ
レ
ゴ
ン
州
の
州
議
会
選
挙
に
関
す
る
区
割
り
委
員
会
を
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
型
と
し
て

挙
げ
る
（http://redistricting.lls.edu/w

ho.php

）（
最
終
閲
覧
二
〇
一
七
年
一
月
一
八
日
）。
し
か
し
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
で
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

の
役
割
を
担
う
の
は
州
知
事
が
提
出
す
る
区
割
り
案
で
あ
り
（M

d. C
o

n
st. art. III, 

§5

）、
オ
レ
ゴ
ン
州
で
は
州
務
長
官
の
そ
れ
で
あ
る
（O

r. 
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C
o

n
st. art. V

I, 

§6

）。
こ
れ
ら
の
州
は
厳
密
に
は
区
割
り
委
員
会
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
本
文
で
の
列
挙
か
ら
除
外

し
た
。

（
₃₄
）  L

ev
itt, ｓｕｐｒａ note 15, at 21.

（
₃₅
）  
ア
ー
カ
ン
ザ
ス
州
の
委
員
会
は
、「
議
席
再
配
分
委
員
会 

（The Board of Apportionm
ent

）」
と
呼
ば
れ
、
委
員
長
を
務
め
る
州
知
事
、
州

務
長
官
、
州
司
法
長
官
の
三
名
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。A

rk. C
o

n
st. art. 8, 

§5.

（
₃₆
）  
コ
ロ
ラ
ド
州
の
委
員
会
は
、「
議
席
再
配
分
委
員
会
（Reapportionm

ent Com
m

ission

）」
と
呼
ば
れ
、
一
一
名
か
ら
成
る
。
こ
の
う
ち
四

名
は
、
州
議
会
下
院
議
長
、
州
議
会
下
院
少
数
党
院
内
総
務
、
州
議
会
上
院
多
数
党
院
内
総
務
、
州
議
会
上
院
少
数
党
院
内
総
務
が
、
自
ら
委
員

と
な
る
か
、
委
員
を
指
定
す
る
。
残
る
七
名
の
う
ち
三
名
を
、
州
知
事
が
、
四
名
を
州
最
高
裁
長
官
が
任
命
す
る
。
同
委
員
会
の
特
徴
は
、
こ
の

よ
う
に
、
三
権
を
バ
ラ
ン
ス
良
く
任
命
プ
ロ
セ
ス
に
関
与
さ
せ
て
い
る
点
に
あ
る
。C

o
lo. C

o
n

st. art. V, 

§48 

（a

） （b

）. 

な
お
、
委
員
の
構
成

に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
詳
細
な
規
定
が
あ
る
。
①
委
員
と
な
る
者
は
、
州
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
②
州
議
会
議
員
は
四
名
ま
で
し
か

委
員
に
な
れ
な
い
、
③
委
員
の
う
ち
、
同
一
の
政
党
に
所
属
で
き
る
の
は
六
名
ま
で
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
④
四
名
以
上
の
委
員
が
同
じ
連
邦

下
院
選
挙
区
に
居
住
し
て
い
て
は
な
ら
な
い
、
⑤
同
州
の
全
連
邦
下
院
選
挙
区
（
に
居
住
す
る
者
）
か
ら
、
最
低
一
名
は
委
員
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
⑥
委
員
の
う
ち
最
低
一
名
は
、
大
陸
分
水
界
か
ら
西
の
地
域
に
居
住
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。C

o
lo. C

o
n

st. art. V, 

§48 

（c

）. 

②
・
③
は
委
員
の
人
的
多
様
性
、
④
か
ら
⑥
は
地
域
的
多
様
性
に
配
慮
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

（
₃₇
）  

ハ
ワ
イ
州
の
委
員
会
は
、
単
に
「
委
員
会
（Com

m
ission

）」
と
呼
ば
れ
る
。
委
員
は
九
名
か
ら
成
る
。
ま
ず
、
州
議
会
上
院
議
長
と
州
議
会

下
院
議
長
が
各
二
名
を
選
ぶ
。
次
に
、
上
院
議
長
と
は
異
な
る
政
党
に
属
す
る
上
院
議
員
た
ち
が
指
定
し
た
一
名
の
上
院
議
員
（
州
議
会
上
院
少

数
党
院
内
総
務
が
想
定
さ
れ
て
い
る
）
と
、
下
院
議
長
と
は
異
な
る
政
党
に
属
す
る
下
院
議
員
た
ち
が
指
定
し
た
一
名
の
下
院
議
員
（
州
議
会
下

院
少
数
党
院
内
総
務
が
想
定
さ
れ
て
い
る
）
が
、
各
二
名
の
委
員
を
指
名
す
る
。
最
後
に
、
以
上
の
八
名
が
、
六
名
以
上
の
賛
成
票
を
も
っ
て
、

最
後
の
一
名
を
選
ぶ
。
そ
の
選
定
が

―
利
害
対
立
等
に
よ
っ
て

―
失
敗
に
終
わ
っ
た
場
合
は
、
州
最
高
裁
が
残
る
一
名
を
選
定
す
る
。

H
aw. C

o
n

st. art. IV, 

§2.

（
₃₈
）  

ミ
ズ
ー
リ
州
に
は
、
州
議
会
上
下
院
選
挙
に
関
し
て
別
個
の
委
員
会
が
存
在
す
る
。
両
者
と
も
に
、「
議
席
配
分
委
員
会
（Apportionm

ent 
Com

m
ission

）」
と
呼
ば
れ
る
。

　
　
　
州
議
会
下
院
の
委
員
会
の
人
数
は
具
体
的
に
法
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
現
在
は
一
八
名
で
あ
る
。
ま
ず
、
二
大
政
党
（
直
近
の
知
事
選
挙
に
お

い
て
上
位
二
名
と
な
っ
た
候
補
者
が
属
す
る
政
党
。
同
州
で
は
現
在
、
民
主
党
と
共
和
党
）
が
連
邦
下
院
選
挙
の
各
選
挙
区
（
改
定
前
）
に
設
置
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す
る
政
党
委
員
会
に
よ
っ
て
、
各
連
邦
下
院
選
挙
区
に
つ
き
二
名
、
党
員
が
議
席
配
分
委
員
会
の
候
補
者
と
さ
れ
る
。
こ
の
時
、
一
つ
の
州
議
会

選
挙
区
（
改
定
前
）
か
ら
二
名
以
上
の
候
補
者
が
選
ば
れ
て
は
な
ら
な
い
。
各
政
党
委
員
会
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
た
候
補
者
の
リ
ス
ト
は
、
そ
の

後
、
州
知
事
に
提
出
さ
れ
、
州
知
事
は
、
二
名
の
う
ち
一
名
を
委
員
に
任
命
す
る
。
二
〇
一
三
年
以
前
、
ミ
ズ
ー
リ
州
に
は
九
つ
の
連
邦
下
院
の

議
席
が
配
分
さ
れ
て
い
た
た
め
、
現
在
は
、
民
主
党
と
共
和
党
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
九
名
ず
つ
の
党
員
が
委
員
と
し
て
参
加
し
て
い
る
（
二
〇
一
三
年

以
降
、
ミ
ズ
ー
リ
州
の
連
邦
下
院
の
議
席
が
八
つ
に
減
ら
さ
れ
た
た
め
、
次
回
の
区
割
り
で
は
、
委
員
会
は
一
六
名
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
）。
委
員
と
な
っ
た
者
は
、
区
割
り
が
行
わ
れ
た
後
の
四
年
間
、
州
議
会
の
議
員
と
な
る
資
格
を
剝
奪
さ
れ
る
。
委
員
会
は
、
一
〇
分
の
七
以

上
の
委
員
の
賛
成
が
な
い
と
区
割
り
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
六
カ
月
以
内
に
区
割
り
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
州
最
高
裁
が
、
州
上
訴
裁
判

所
の
判
事
か
ら
六
名
を
選
ん
で
構
成
す
る
委
員
会
に
よ
っ
て
、
区
割
り
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
委
員
会
は
、
過
半
数
の
賛
成
に
よ
っ
て
区
割
り
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。M

o. C
o

n
st. art. III, 

§2.

　
　
　
州
議
会
上
院
の
委
員
会
は
、
一
〇
名
の
委
員
か
ら
成
る
。
ま
ず
、
二
大
政
党
の
州
委
員
会
（state com

m
ittee

）
が
、
一
〇
名
を
選
定
し
た
リ

ス
ト
を
州
知
事
に
提
出
を
す
る
。
そ
の
後
、
州
知
事
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
党
の
リ
ス
ト
か
ら
五
名
ず
つ
を
議
席
配
分
委
員
会
の
委
員
に
任
命
す
る
。

委
員
と
な
っ
た
者
は
、
区
割
り
が
行
わ
れ
た
後
の
四
年
間
、
州
議
会
の
議
員
と
な
る
資
格
を
剝
奪
さ
れ
る
。
委
員
会
は
、
七
名
以
上
の
賛
成
が
な

い
と
区
割
り
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
委
員
会
が
区
割
り
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
前
記
の
州
議
会
下
院
の
区
割
り
と
同
様
の

手
続
き
が
採
ら
れ
る
。M

o. C
o

n
st. art. III, 

§7.

（
₃₉
）  

ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
州
の
州
議
会
の
区
割
り
を
行
う
委
員
会
は
、「
議
席
配
分
委
員
会
（Apportionm

ent Com
m

ission

）」
と
呼
ば
れ
る
。
委

員
会
は
、
初
め
一
〇
名
の
委
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
二
大
政
党
（
直
近
の
知
事
選
挙
に
お
い
て
上
位
二
名
と
な
っ
た
候
補
者
が
属
す
る
政
党
。
同

州
で
は
現
在
、
民
主
党
と
共
和
党
）
の
州
委
員
会
の
委
員
長
が
、
そ
れ
ぞ
れ
五
名
の
区
割
り
委
員
を
任
命
す
る
。
こ
の
時
、
州
委
員
会
の
各
委
員

長
は
、
州
の
様
々
な
地
理
的
領
域
が
代
表
さ
れ
る
よ
う
十
分
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
委
員
会
は
、
全
委
員
の
過
半
数
の
支
持
に
よ
り

区
割
り
案
を
承
認
す
る
が
、
一
定
の
期
間
、
区
割
り
案
の
承
認
が
行
わ
れ
な
い
場
合
、
州
最
高
裁
長
官
が
一
一
人
目
の
委
員
を
任
命
す
る
。
委
員

会
は
、
一
一
人
目
の
委
員
が
任
命
さ
れ
て
か
ら
一
カ
月
以
内
に
、
全
委
員
の
過
半
数
の
支
持
を
も
っ
て
、
区
割
り
案
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。N. J. C

o
n

st. art. IV, 

§3. 

な
お
、
連
邦
議
会
下
院
の
区
割
り
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注
（
₄₂
）
も
参
照
。

（
₄₀
）  

ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
州
の
委
員
会
は
、「
立
法
部
議
席
再
配
分
委
員
会
（Legislative Reapportionm

ent Com
m

ission

）」
と
呼
ば
れ
、
委

員
会
は
五
名
か
ら
成
る
。
こ
の
内
四
名
は
、
州
議
会
上
院
多
数
党
院
内
総
務
、
州
議
会
上
院
少
数
党
院
内
総
務
、
州
議
会
下
院
多
数
党
院
内
総
務
、

州
議
会
下
院
少
数
党
院
内
総
務
の
四
名
若
し
く
は
彼
ら
が
任
命
す
る
代
理
人
が
務
め
る
。
残
る
一
名
は
、
前
記
四
名
の
過
半
数
の
支
持
に
よ
り
一
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般
市
民
か
ら
選
ば
れ
、
こ
の
最
後
に
選
ば
れ
た
委
員
が
議
長
を
務
め
る
。
一
定
の
期
間
、
最
後
の
委
員
が
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
州
最

高
裁
が
こ
れ
を
選
ぶ
（
そ
の
際
に
は
、
州
最
高
裁
の
全
判
事
の
過
半
数
の
支
持
が
必
要
）。P

a C
o

n
st. art. II, 

§17 （b

）.
（
₄₁
）  

オ
ハ
イ
オ
州
の
政
治
家
委
員
会
型
の
委
員
会
（
二
〇
二
一
年
一
月
一
日
よ
り
発
効
）
は
、「
議
席
再
区
画
委
員
会
（Redistricting 

Com
m

ission

）」
と
呼
ば
れ
る
。
委
員
会
は
七
名
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
州
知
事
、
監
査
人
、
州
務
長
官
の
三
名
が
委
員
と
な
る
の
に
加
え
、
州
議

会
上
院
議
長
、
州
議
会
上
院
少
数
党
院
内
総
務
、
州
議
会
下
院
議
長
、
州
議
会
下
院
少
数
党
院
内
総
務
が
各
一
名
を
任
命
す
る
。
区
割
り
の
決
定

に
は
四
名
以
上
の
賛
成
票
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
議
会
内
に
お
け
る
二
大
政
党
か
ら
最
低
二
名
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

O
h

io c
o

n
st. art. V

I, 

§1*. 

な
お
、
併
せ
て
前
掲
注
（
₂₃
）
も
参
照
の
こ
と
。

（
₄₂
）  

こ
の
う
ち
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
州
に
つ
い
て
は
州
議
会
選
挙
の
区
割
り
を
行
う
委
員
会
と
は
異
な
る
構
成
の
委
員
会
が
採
用
さ
れ
て
い
る
（「
選

挙
区
再
区
画
委
員
会
（Redistricting Com

m
ission

）」）。
委
員
会
は
一
三
名
か
ら
成
り
、
委
員
は
、
連
邦
議
会
の
議
員
若
し
く
は
被
用
者
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
一
三
名
の
う
ち
の
最
初
の
一
二
名
に
つ
い
て
は
、
州
議
会
上
院
議
長
が
二
名
、
州
議
会
上
院
少
数
党
院
内
総
務
が
二
名
、

州
議
会
下
院
議
長
が
二
名
、
州
議
会
下
院
院
内
総
務
が
二
名
、
二
大
政
党
（
直
近
の
知
事
選
挙
に
お
い
て
上
位
二
名
と
な
っ
た
候
補
者
が
属
す
る

政
党
。
同
州
で
は
現
在
、
民
主
党
と
共
和
党
）
の
州
委
員
会
の
委
員
長
が
各
二
名
を
任
命
す
る
。
そ
の
際
に
任
命
者
は
、
地
理
的
、
民
族
的
、
人

種
的
多
様
性
を
十
分
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
残
る
一
名
は
、
上
記
の
一
二
名
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
七
名
の
賛
成
を
も
っ
て
選
ば
れ
る
。

こ
の
一
名
は
、
過
去
五
年
間
以
上
当
該
州
に
居
住
し
て
い
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
間
、
公
職
若
し
く
は
政
党
の
役
職
で
あ
っ
た

も
の
は
除
か
れ
る
。
一
定
の
期
間
を
も
っ
て
も
最
後
の
一
名
が
選
定
さ
れ
な
い
場
合
、
前
記
一
二
名
の
最
も
多
く
の
支
持
を
集
め
た
二
名
の
中
か

ら
、
州
最
高
裁
判
所
が
、
全
最
高
裁
判
事
の
過
半
数
の
支
持
を
も
っ
て
一
名
を
選
出
す
る
。N. J. C

o
n

st. art. II, 

§2.

（
₄₃
）  L

ev
itt, ｓｕｐｒａ note 15, at 22. 

も
っ
と
も
、
政
治
家
委
員
会
型
の
委
員
会
で
も
、
運
用
に
お
い
て
、
公
選
職
が
任
命
さ
れ
な
い
こ
と
は
あ
り

得
る
。

（
₄₄
）  

ア
ラ
ス
カ
州
の
委
員
会
は
、「
選
挙
区
再
区
画
委
員
会
（Redistricting Board

）」
と
呼
ば
れ
る
。
公
職
を
持
つ
者
（
当
然
、
公
選
職
の
者
は

全
て
こ
こ
に
該
当
す
る
）
は
委
員
に
な
れ
な
い
。
委
員
会
は
五
名
か
ら
成
り
、
州
知
事
が
二
名
、
州
議
会
上
院
議
長
が
一
名
、
州
議
会
下
院
議
長

が
一
名
、
州
最
高
裁
長
官
が
一
名
、
を
同
州
に
一
年
以
上
居
住
し
て
い
る
者
の
中
か
ら
任
命
す
る
。
そ
の
際
、
任
命
は
、
政
党
所
属
（political 
affiliation

）
を
考
慮
せ
ず
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。A

laska c
o

n
st. art. V

I, 

§8.

（
₄₅
）  

ア
リ
ゾ
ナ
州
の
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
本
文
で
触
れ
る
。

（
₄₆
）  

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
本
文
で
触
れ
る
。
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（
₄₇
）  

ア
イ
ダ
ホ
州
の
委
員
会
は
「
議
席
再
配
分
の
た
め
の
委
員
会
（Com

m
ission for Reapportionm

ent

）」
と
呼
ば
れ
る
。
公
選
職
お
よ
び
任

命
職
の
公
務
員
は
委
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
委
員
会
は
六
名
か
ら
成
り
、
州
議
会
両
院
の
多
数
党
院
内
総
務
と
少
数
党
院
内
総
務
が
各
一

名
、
二
大
政
党
（
直
近
の
知
事
選
挙
に
お
い
て
上
位
二
名
と
な
っ
た
候
補
者
が
属
す
る
政
党
。
同
州
で
は
現
在
、
民
主
党
と
共
和
党
）
の
州
委
員

会
委
員
長
が
各
一
名
を
任
命
す
る
。
一
定
期
間
の
う
ち
に
任
命
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、
州
最
高
裁
が
任
命
を
行
う
。Id

ah
o C

o
n

st. art. III, 

§2 
（2
）. 
こ
れ
加
え
て
、
州
法
上
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
任
命
者
は
、
委
員
を
任
命
す
る
際
に
、
地
理
的
代
表
性
を
考
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
①
委
員
選
定
時
に
有
権
者
登
録
を
行
っ
て
い
な
い
者
、
②
一
年
以
内
に
登
録
ロ
ビ
イ
ス
ト
で
あ
っ
た
者
、
③
二
年
以
内

に
公
選
職
で
あ
っ
た
者
、
選
挙
区
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
若
し
く
は
州
レ
ベ
ル
の
党
役
員
で
あ
っ
た
者
は
委
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
委

員
と
な
っ
た
も
の
は
五
年
間
州
の
州
議
会
両
院
の
議
員
に
な
る
こ
と
、
ま
た
、
原
則
と
し
て
再
び
本
委
員
会
の
委
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

Id
ah

o C
o

d
e 

§72 ︲1502.

（
₄₈
）  

モ
ン
タ
ナ
州
の
委
員
会
は
、
単
に
「
委
員
会
（Com

m
ission

）」
と
呼
ば
れ
る
。
公
職
者
は
、
委
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
委
員
は
五
名

か
ら
成
り
、
州
議
会
両
院
の
多
数
党
院
内
総
務
お
よ
び
少
数
党
院
内
総
務
が
各
一
名
を
任
命
し
た
上
で
そ
の
四
名
が
、
残
り
の
一
名
を
任
命
す
る

（
最
後
の
一
名
は
委
員
長
を
務
め
る
）。
一
定
期
間
の
間
に
最
後
の
一
名
の
任
命
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
州
最
高
裁
の
判
事
が
多
数
決
に

よ
っ
て
こ
れ
を
選
定
す
る
。M

o
n

t. C
o

n
st art. V, 

§14.

な
お
、
以
上
に
加
え
て
、
各
任
命
者
が
、
州
内
の
い
か
な
る
地
域
か
ら
市
民
を
任
命
す

る
べ
き
か
が
州
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。M

o
n

t. C
o

d
e A

n
n. 

§5 ︲1 ︲102.

（
₄₉
）  

レ
ヴ
ィ
ッ
ト
は
、
こ
れ
ら
の
州
に
加
え
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
を
独
立
委
員
会
型
の
委
員
会
を
持
つ
州
と
し
て
挙
げ
る
。
し
か
し
後
述
の
よ
う
に
、

ワ
シ
ン
ト
ン
州
で
は
、
州
議
会
が
委
員
会
の
作
成
し
た
区
割
り
案
に
一
定
の
修
正
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
は
厳

密
に
は
独
立
委
員
会
型
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
委
員
会
は
、
単
に
「
委
員
会
（Com

m
ission

）」
と
呼
ば
れ
る
。
委
員
会

は
五
名
か
ら
成
る
。
ま
ず
、
州
議
会
両
院
の
多
数
党
院
内
総
務
お
よ
び
少
数
党
院
内
総
務
が
、
各
一
名
を
任
命
す
る
。
こ
こ
で
選
ば
れ
た
四
名
が
、

四
分
の
三
以
上
の
賛
成
を
も
っ
て
、
最
後
の
一
名
を
、
投
票
権
を
持
た
な
い
委
員
長
と
し
て
任
命
す
る
。
委
員
は
、
過
去
二
年
の
間
、
公
選
職
、

又
は
、
選
挙
区
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
、
若
し
く
は
州
の
政
党
委
員
会
の
委
員
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
一
定
期
間
内
に
委
員
長
の
選
任

が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
州
最
高
裁
判
所
が
任
命
を
行
う
。W

ash. C
o

n
st. art. II, 

§43 （2

）（3

）. 

ま
た
州
法
で
は
、
委
員
の
欠
格
事
由
と

し
て
、
有
権
者
登
録
を
し
て
い
な
い
者
、
一
年
以
内
に
登
録
ロ
ビ
イ
ス
ト
で
あ
っ
た
者
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。R

cw 44.05.050. 

委
員
会
は
、
最

低
三
名
の
委
員
の
賛
成
を
も
っ
て
区
割
り
を
行
う
（
一
定
期
間
に
区
割
り
が
成
さ
れ
な
い
場
合
は
州
最
高
裁
が
こ
れ
を
行
う
）。

（
₅₀
）  Christopher S. Elm

endorf, ʀｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ʀｅｉｎｆｏｒｃｅⅿ
ｅｎｔ　ｔʰｒｏｕɡʰ　Ａ

ｄｖｉｓｏｒｙ　Ｃｏⅿ
ⅿ

ｉｓｓｉｏｎｓ：　Ｔʰｅ　Ｃａｓｅ　ｏｆ　Ｅˡｅｃｔｉｏｎ　ʟａʷ
, 80 
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N.Y.U. L. R
ev. 1366, 1386 ︲1390 （2005

）.

（
₅₁
）  

同
州
の
委
員
会
の
概
説
と
し
て
、
梅
田
・
前
掲
注
（
₁₃
）
一
六
八
―
一
六
九
頁
。

（
₅₂
）  L

ev
v

itt, ｓｕｐｒａ note 15, at 20.
（
₅₃
）  
州
議
会
は
、「
純
粋
に
校
正
的
な
修
正
を
除
い
て
、
修
正
を
許
さ
な
い
手
続
き
な
い
し
規
則
の
下
」
採
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。Io

w
a 

C
o

d
e A

n
n. 

§42. 3 （1

）.

（
₅₄
）  
前
掲
注
（
₁₉
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
₅₅
）  

こ
の
改
正
で
は
、
区
割
り
委
員
会
の
選
定
プ
ロ
セ
ス
や
、
区
割
り
の
際
の
実
体
的
基
準
等
、
様
々
な
変
更
が
加
え
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
権
限

に
の
み
言
及
す
る
。

（
₅₆
）  W

ash. C
o

n
st. art. II, 

§43 （6

）（7

）.

（
₅₇
）  R

cw 44.05.100.

（
₅₈
）  Cain, ｓｕｐｒａ note 14, at 1818.

（
₅₉
）  ɪｄ．

（
₆₀
）  ɪｄ．

（
₆₁
）  

但
し
、
後
者
が
厳
密
に
は
「
委
員
会
」
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注
（
₃₃
）
参
照
。

（
₆₂
）  

但
し
、
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
州
憲
法
上
、
明
文
で
欠
格
要
件
と
さ
れ
て
い
る
の
は
州
議
会
の
議
員
お
よ
び
そ
の
被
用
者
に
限
ら
れ
、
他
の
公
選
職
は

排
除
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
な
ぜ
ケ
イ
ン
が
同
州
の
委
員
会
を
公
選
職
か
ら
の
分
離
の
段
階
に
位
置
づ
け
た
の
か
、
疑
問
が
残
る
。
私
見
で

は
、
同
州
の
委
員
会
は
、
職
務
に
よ
る
分
離
の
段
階
に
留
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
₆₃
）  A

riz. C
o

n
st. art. IV, pt. 2, 

§§1 （3

）︲（8

）. 

東
川
・
前
掲
注
（
₇
）
九
九
頁
以
下
、
梅
田
・
前
掲
注
（
₁₃
）
一
六
七
頁
以
下
、
中
村
・
前
掲

注
（
₉
）
一
一
二
頁
以
下
も
参
照
。

（
₆₄
）  

任
命
の
時
点
で
三
年
以
内
に
教
育
委
員
会
の
委
員
を
除
く
い
か
な
る
公
職
の
当
選
者
若
し
く
は
候
補
者
、
政
党
役
員
、
登
録
ロ
ビ
イ
ス
ト
と

な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
委
員
は
、
三
年
間
、
継
続
的
に
同
一
政
党
に
登
録
若
し
く
は
無
所
属
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

委
員
会
の
職
務
を
誠
実
、
独
立
、
そ
し
て
不
偏
不
党
に
行
い
、
区
割
り
プ
ロ
セ
ス
の
廉
潔
性
に
対
す
る
公
衆
の
信
頼
を
保
持
す
る
こ
と
の
で
き
る

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。A

riz. C
o

n
st. art. IV, pt. 2, 

§1 （3

）.

（
₆₅
）  

な
お
、
委
員
と
な
る
資
格
要
件
と
し
て
は
、
同
州
に
お
い
て
、
同
一
政
党
の
政
党
員
若
し
く
は
無
党
派
と
し
て
継
続
的
に
五
年
以
上
登
録
さ
れ
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て
い
る
有
権
者
で
あ
り
、
か
つ
、
直
近
三
回
に
実
施
さ
れ
た
州
全
域
で
の
選
挙
の
本
選
挙
（statew

ide general elections

）
に
お
い
て
二
回
以

上
投
票
を
行
っ
た
こ
と
、
が
あ
る
。C

al. C
o

n
st. art. XXI, 

§2 （c

）（3

）.
（
₆₆
）  

例
え
ば
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
委
員
会
の
導
入
に
よ
り
、
安
全
議
席
の
減
少
（
競
争
選
挙
区
の
増
加
）
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、S

u
n

d
ep 

Iyer an
d K

essh
a G

askin
s, R

ed
istrictin

g an
d C

o
n

g
ressio

n
al C

o
n

tro
l: A F

irst L
o

o
k 13 （2012

） 

が
あ
る
。
ま
た
、
現
職
当
選
率
の
低

下
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、California

’s N
ew

 Electoral Reform
s: The Fall Election, by Eric M

cG
hee and D

aniel Krim
m

, http://
w

w
w.ppic.org/m

ain/publication_show.asp?i=1039 （last visited July. 10, 2016

）
が
あ
る
。

（
₆₇
）  A

riz. C
o

n
st. art. IV, pt. 2, 

§1 （14

）（f

）.

（
₆₈
）  C

al. C
o

n
st. art. XXI, 

§2 （e

）

吉
川
　
智
志
（
よ
し
か
わ
　
と
も
し
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程
・
助
教
（
有
期
・
研
究
奨
励
）

　
　
　
　
　
　
駒
澤
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
、
立
正
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
日
本
公
法
学
会
、
憲
法
理
論
研
究
会
、
日
本
選
挙
学
会

主
要
著
作
　
　 「
米
国
に
お
け
る
選
挙
法
学
の
誕
生
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
〇
八
号
（
二
〇
一

六
年
）

　
　
　
　
　
　 「
選
挙
法
の
司
法
審
査
と
政
治
的
競
争

―
司
法
審
査
理
論
の
可
能
性
？
」『
法
学
政

治
学
論
究
』
第
一
一
二
号
（
二
〇
一
七
年
）


